
 

長野大学学則（平成29年則第１号） 

平成29年４月１日 

則第１号 

第１章 総則 

（目的） 

第１条 長野大学（以下、「本学」という。）は、教育基本法（昭和22年法律第25号）に則り、学校教育

法（昭和22年法律第26号。以下「学校教育法」という。）第83条の定めるところに従って大学教育を施

し、学術の理論及び応用を研究教授するとともに、豊かな教養と深い専門知識を具えた堅実有為な社会

的人格を有する者を育成することを目的とする。 

（自己評価等） 

第２条 本学は、その教育研究水準の向上を図り、本学の目的及び社会的使命を達成するため、教育研究

活動等の状況について自ら点検及び評価を行う。 

２ 前項の点検及び評価に関する事項は、別に定める。 

（教育内容等の改善のための組織的な取組） 

第３条 本学は、授業の内容及び方法の改善を図るための組織的な研修及び研究を行う。 

２ 前項の研修及び研究に関する事項は、別に定める。 

第２章 学部、学科及び大学院 

（学部学科） 

第４条 本学に次の学部及び学科を置く。 

学部 学科 

社会福祉学部 社会福祉学科 

地域経営学部 地域経営学科 

共創情報科学部 共創情報科学科 

２ 学部の人材養成上の目的と学生が修得すべき能力等の教育目標は、次のとおりとする。 

(1) 社会福祉学部 

ア 人材養成上の目的 

複雑化する福祉課題に対応するための知識と技術を身につけ、人びとの福祉の向上に寄与できる

職業人を育てる。 

イ 学生が修得すべき能力等の教育目標 

(ア) 現代社会におけるさまざまな生活問題に関心を抱き、人びとの支援に必要な技術を学ぶ意欲
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と姿勢をもつことができる。 

(イ) 人間と社会について幅広い視野をもち、人びとの福祉を向上させるための知識を身につける

ことができる。 

(ウ) 複雑化する福祉課題を身近なものとしてとらえ、専門的な観点から多角的に分析し、解明す

ることができる。 

(エ) さまざまな立場の人の思いや考えを受けとめるとともに、自ら考えたことを言葉や行動で示

すことができる。 

(2) 地域経営学部 

ア 人材養成上の目的 

地域や企業の課題を解決するため、戦略を立て、実践し、新しい価値を創造し(イノベーションを

起こし)持続可能(サステイナブル)な地域社会を創っていく人材、すなわち「サステイナブルな地域

社会の実現に向けて新たな価値を創造できる人材」を養成する。 

イ 学生が修得すべき能力等の教育目標 

(ア) 学際的・複合的な学びを通して、地域社会における生き方の価値観と規範を形成する知識・

能力 

(イ) システム思考を通して地域課題を多面的・総合的にとらえる能力 

(ウ) 地域との協働により現実社会の課題に柔軟に対応する能力 

(エ) 学修・研究成果の社会還元・実装を通して地域にイノベーションを創出する能力 

(オ) 循環的な学びを通してサステイナブルな地域社会をデザインする能力 

(3) 共創情報科学部 

ア 人材養成上の目的 

情報科学を基盤とし、知能、デザイン、環境を横断的に学ぶことにより、人と自然環境が調和し

た共創社会の創造と実現に貢献できる理工系人材を養成する。 

イ 学生が修得すべき能力等の教育目標 

(ア) 情報科学を軸に、それを支える理工系の基礎力と幅広い教養 

(イ) ＡＩを中心とするＩＣＴの仕組みに対する知識と応用力 

(ウ)  人間中心発想でモノやコトを創り出し提案する能力 

(エ) 自然環境の保全と経済成長の両立方法に関する知識 

(オ) 人と自然環境が調和した共創社会の実現に寄与する課題発見解決力 
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（大学院） 

第４条の２ 本学に大学院を置く。 

２ 大学院に関する学則等は、長野大学大学院学則（令和３年則第１号。以下「大学院学則」という。）に

定めるほか、別に定める。 

（収容定員） 

第５条 本学の学部学科の学生定員数は、次のとおりとする。 

学部 学科 入学定員 編入学定員 収容定員 

社会福祉学部 社会福祉学科 150名 5名 610名 

地域経営学部 地域経営学科 150名 ― 600名 

共創情報科学部 共創情報科学科 90名 ― 360名 

第３章 修学及び在学年限、学年、学期並びに休業日 

（修学年限） 

第６条 本学の修学年限は４年とする。 

（在学年限） 

第７条 学生は、８年を越えて在学することができない。 

（学年） 

第８条 学年は、４月１日に始まり翌年３月31日に終わる。 

（学期） 

第９条 学年を次の２学期に分ける。 

前学期 ４月１日から９月30日まで 

後学期 10月１日から翌年３月31日まで 

２ 学長は、必要がある場合、前項の学期の開始日及び終了日を変更することができる。 

（休業日） 

第10条 休業日は、次のとおりとする。 

(1) 日曜日及び土曜日 

(2) 国民の祝日に関する法律に規定する休日 

(3) 開学記念日 11月１日 

(4) 春季休業 ２月中旬から３月31日まで 

(5) 夏季休業 ８月上旬から９月30日まで 
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(6) 冬季休業 12月下旬から翌年１月６日まで 

２ 学長は、必要がある場合、前項の休業日を臨時に変更し、又は臨時の休業日を定めることができる。 

第４章 教育課程の編成、授業科目及び資格科目 

（教育課程の編成、授業科目） 

第11条 社会福祉学部、地域経営学部及び共創情報科学部は、別に定める学位授与の方針及び本学の教育

課程編成・実施の方針に基づき、必要な授業科目を自ら開設し、体系的に教育課程を編成し、授業科目

は教養科目及び専門教育科目とし、これを必修科目、選択必修科目及び選択科目に分け、各年次に配当

する。 

２ 前項の区分により、開設する授業科目及び単位数は、別に定めるところによる。 

３ 第１項のほか随意科目を置くことがある。 

（連携開設科目） 

第11条の２ 本学は、教育上の目的を達成するために必要があると認める場合には、前条第１項の規定に

かかわらず、大学等連携推進法人（本学の設置者が社員であるものに限る。）の社員が設置する他の大

学又は短期大学が本学と連携して開設する授業科目（当該大学等連携推進法人が策定する大学等連携推

進方針に沿うものに限る。以下「連携開設科目」という。）を、本学が自ら開設したものとみなすこと

ができる。 

（特別講義） 

第12条 前条に掲げる授業科目のほか、必要に応じて特別講義を設けることがある。 

（教職科目） 

第13条 教育職員免許状を取得しようとする者のために、教育職員免許法及び教育職員免許法施行規則に

基づく教育職員免許状の取得に必要な科目を置く。 

２ 前項により開設する授業科目及び単位数は、別に定めるところによる。 

３ 本学の学部学科において取得できる教育職員免許状の種類及び免許教科は、別に定めるところによ

る。 

（社会福祉士科目） 

第14条 社会福祉学部に、社会福祉士の受験資格を取得しようとする者のために、社会福祉士及び介護福

祉士法に基づく資格の取得に必要な科目を置く。 

２ 前項により開設する授業科目及び単位数は、別に定めるところによる。 

３ 前２項の規定により修得した単位は、第21条の卒業単位に算入する。 

（精神保健福祉士科目） 
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第15条 社会福祉学部に、精神保健福祉士の受験資格を取得しようとする者のために、精神保健福祉士法

に基づく資格の取得に必要な科目を置く。 

２ 前項により開設する授業科目及び単位数は、別に定めるところによる。 

３ 前２項の規定により修得した単位は、第21条の卒業単位に算入する。 

（公認心理師科目） 

第15条の２ 公認心理師の受験資格を得ようとする者のために、公認心理師法及び公認心理師法施行規則

に定める大学における公認心理師となるために必要な科目を置く。 

２ 前項により開設する授業科目及び単位数は、別に定めるところによる。 

第５章 履修方法及び卒業の要件 

（履修方法） 

第16条 修学年限のうち、社会福祉学部は原則として最初の１年に基礎科目を履修し、専門科目は４年に

わたり主として２年から履修する。地域経営学部及び共創情報科学部は原則として、１年次から３年次

にかけて教養教育科目を履修し、専門教育科目は４年にわたり段階的に履修するものとする。 

２ 前項の授業は、文部科学大臣が別に定めるところにより、多様なメディアを高度に利用して、当該授

業を行う教室等以外の場所で履修させることができる。 

３ 第１項の授業は、外国において履修させることができる。前項の規定により、多様なメディアを高度

に利用して、当該授業を行う教室等以外の場所で履修させる場合についても同様とする。 

４ 卒業に必要な所定の単位数のうち、前３項に規定する授業の方法により修得する単位数は、60単位を

超えないものとする。 

（受講登録） 

第17条 学生は、各学期の始めに履修する授業科目を登録しなければならない。 

（再履修の禁止） 

第18条 既に単位を取得した授業科目の再履修は、認めない。 

（単位の算定基準） 

第19条 授業科目の単位の計算方法は、１単位の履修時間を教室内及び教室外を合わせて45時間とし、次

の基準によるものとする。 

(1) 講義については、15時間の講義をもって１単位とする。ただし、外国語については30時間の講義を

もって１単位とする。 

(2) 演習又は実習については、30時間の演習又は実習をもって１単位とする。ただし、演習のうちゼミ

ナールについては15時間をもって１単位とし、相談援助実習、ソーシャルワーク実習Ⅰ、Ⅱ、相談援

助応用実習、ソーシャルワーク応用実習及び精神保健福祉援助実習Ⅰ、Ⅱについては45時間をもって
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１単位とする。 

(3) 実技については、30時間をもって１単位とする。 

（他の学科の授業科目の履修） 

第19条の２ 学長は、教育上有益と認めるときは、教授会の意見を聴いて、学生が授業科目のうち、他の

学部の専門教育科目の履修を許可することができる。 

２ 前項の許可は、年間履修登録単位を10単位以内に限り、かつ、卒業までの履修登録単位としては24単

位を超えることができないものとする。 

（他の大学等における授業科目の履修） 

第20条 学長は、教育上有益と認めるときは教授会の意見を聴いて、学生が他の大学若しくは短期大学又

は短期大学及び高等専門学校の専攻科若しくは文部省告示第68号（平成３年６月５日）に定める教育施

設における授業科目の履修を許可することができる。 

２ 前項の規定は、学生が外国の大学又は短期大学に留学する場合に準用する。 

３ 前２項の規定により修得した単位は、教授会の意見を聴いた上で、これらの単位について合わせて60

単位を超えない範囲で、本学における授業科目及び単位数を修得したものと認めることができる。 

（連携開設科目に係る単位の認定） 

第20条の２ 学生が他大学等において履修した連携開設科目について修得した単位は、本学における授業

科目の履修により修得したものとみなす。 

２ 卒業に必要な所定の単位数のうち、前項の規定により修得したものとみなす単位数は、30単位を超え

ないものとする。 

（大学院授業科目の早期履修） 

第20条の３ 学生が、第４条の２第１項に規定する大学院に進学を志望し、教育上有益と認めるときは、

学生が進学を志望する研究科（大学院学則第７条に規定する研究科をいう。）の長（大学院学則第８条

に規定する研究科長をいう。）の許可を得て、当該研究科の授業科目（別に定めるものに限る。以下こ

の条において同じ。）を履修することができる。 

２ 前項の大学院の授業科目を履修することに関し必要な事項は、別に定める。 

（卒業単位） 

第21条 本学を卒業するために履修すべき授業科目及び単位数は、別に定めるところによる。 

（成績評価基準等の明示等） 

第22条 本学は、学生に対して、授業の方法・内容・計画をあらかじめ明示する。 

２ 本学は、成績の評価及び卒業の認定に当たり、客観性・厳格性を確保するため、学生に対して、あら

かじめその基準を明示し、当該基準に従って適切に行うものとする。 
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（単位認定） 

第23条 授業科目を履修して試験に合格した者に対し、その授業科目の単位の修得を認定する。 

２ 前項の試験は、筆記試験、口述試験および論文もしくは報告書の審査等の方法による。ただし、演

習、実習及び体育実技については平常の成績により認定することができる。 

３ 試験の成績は、秀、優、良、可及び不可をもって表し、可以上を合格とする。 

第６章 卒業及び学士の学位 

（卒業） 

第24条 本学に４年以上在学し、所定の単位数を修得した者に対しては卒業を認め、卒業証書を授与す

る。 

（学位） 

第25条 学長は、前条の規定により卒業を認めた者に所定の学位記を交付して、学士の学位を授与する。 

２ 前項の学位記には、学部学科により学士の表記に専攻分野の名称を付記するものとする。 

（学位規程） 

第25条の２ 学位に関し必要な事項は、長野大学学位規程（令和３年程第２号）の定めるところによる。 

第７章 入学、退学、転学、休学及び除籍等 

（入学） 

第26条 入学の時期は、毎学年又は毎学期の始めとする。 

（入学資格） 

第27条 本学に入学することのできる資格を有する者は、次の各号のいずれかに該当するものであること

を要する。 

(1) 高等学校又は中等教育学校を卒業した者 

(2) 通常の課程による12年の学校教育を修了した者（通常の課程以外の課程によりこれに相当する学校

教育を修了した者を含む。） 

(3) 外国において、学校教育における12年の課程を修了した者又はこれに準ずる者で文部科学大臣の指

定したもの 

(4) 文部科学大臣が高等学校の課程と同等の課程を有するものとして認定した在外教育施設の当該課程

を修了した者 

(5) 専修学校の高等課程（修業年限が３年以上であることその他の文部科学大臣が定める基準を満たす

ものに限る。）で文部科学大臣が別に指定するものを文部科学大臣が定める日以後に修了した者 
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(6) 文部科学大臣の指定した者 

(7) 高等学校卒業程度認定試験規則（平成17年文部科学省令第１号）による高等学校卒業程度認定試験

に合格した者（旧規程による大学入学資格検定（以下「旧検定」という。）に合格した者を含む。） 

(8) 学校教育法第90条第２項の規定により大学に入学した者であって、当該者を、本学において大学に

おける教育を受けるにふさわしい学力があると認めたもの 

(9) 本学において、個別の入学資格審査により高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認めた

者で、18歳に達したもの 

（入学の検定及び許可） 

第28条 学長は、本学の所定の検定に合格した者に、入学を許可する。 

２ 入学検定に関する事項は、別に定める。 

（入学前の既修得単位の取扱い） 

第29条 学長は、前条の規定により入学を許可された者が入学前に大学若しくは短期大学において履修し

た授業科目について修得した単位（科目等履修生の修得を含む）又は短期大学及び高等専門学校の専攻

科若しくは文部省告示第68号（平成３年６月５日）に定める教育施設において履修した授業科目につい

て修得した単位がある場合、教育上有益と認めるときは教授会の意見を聴いて、これらの単位について

合せて60単位を超えない範囲で、本学における授業科目及び単位数を修得したものと認めることができ

る。 

２ 前項の規定に係らず、本学の科目等履修生として履修した授業科目に係る修得単位数については、そ

の全部を認めることができる。 

（外国人留学生） 

第30条 外国人で大学において教育を受ける目的をもって入国し、本学に入学を志願する者については、

特別の選考により外国人留学生として入学を許可することがある。 

２ 選考に関する事項は、別に定める。 

３ 第１項の外国人留学生に対しては、第11条に掲げる授業科目に日本語及び日本事情に関する科目を置

く。 

（編入学） 

第31条 次の各号に該当する者で、本学の３年次への編入学を志願する者については、選考の上入学を許

可する。 

(1) 大学を卒業した者又は学校教育法第104条第７項の規定により学士の学位を授与された者 

(2) 大学に２年以上在学（休学期間を除く）し、かつ、62単位以上を修得の者 

(3) 短期大学、高等専門学校、国立養護教諭養成所又は国立工業教員養成所を卒業した者 
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(4) 専修学校の専門課程のうち、学校教育法第132条に規定する文部科学大臣の定める基準を満たすも

のを修了した者 

(5) 外国において、学校教育における14年（又は15年）の課程を修了した者 

(6) 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより、当該外国の学

校教育における14年（又は15年）の課程を修了した者 

(7) 我が国において、外国の短期大学の課程（その修了者が当該外国の学校教育における14年（又は15

年）の課程を修了したとされるものに限る。）を有するものとして当該外国の学校教育制度において

位置付けられた教育施設であって、文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了した者 

(8) その他、本学において短期大学を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者 

２ 次の各号に該当する者で、本学への編入学（前項の３年次への編入学を除く）を志願する者について

は、欠員のある場合に限り、選考の上２年次に入学を許可することがある。 

(1) 大学を卒業した者又は学校教育法第104条第７項の規定により学士の学位を授与された者 

(2) 大学に１年以上在学（休学期間を除く）し、かつ、30単位以上を修得の者 

(3) 他の大学に在籍している者で、転学の許可を得ている者 

(4) 短期大学、高等専門学校、国立養護教諭養成所又は国立工業教員養成所を卒業した者 

(5) 専修学校の専門課程のうち、学校教育法第132条に規定する文部科学大臣の定める基準を満たすも

のを修了した者 

３ 前２項の規定により入学を許可された者（以下「編入学生」という。）の既に他大学等において履修

した授業科目の修得単位については、教授会の意見を聴いて、本学における相当する授業科目及び単位

数を修得したものと認めることができる。 

４ 編入学生の在学すべき年数は、教授会の意見を聴いて学長が定める。 

５ 編入学生の最長在学年数は、第６条の規定にかかわらず前項の規定による在学すべき年数の２倍に相

当する年数とする。 

６ 前５項に定めるほか、編入学に関する事項は、別に定める。 

（再入学） 

第32条 本学を第36条により退学した者又は第41条第３号により除籍となった者で、本学への再入学を志

願する者については、選考の上相当年次に入学を許可することがある。 

２ 前項の規定により入学を許可された者の在学すべき年数又は修得すべき単位数については、再入学前

の在学年数又は既修得単位数に基づき、教授会の意見を聴いて、学長が定める。 

３ 前条第５項の規定は、再入学した者に準用する。 

４ 前３項に定めるほか、再入学に関する事項は、別に定める。 
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（転学部、転学科） 

第33条 本学の学生で、他の学部の学科又は同一学部の他の学科に転学部、転学科を希望する者は、所属

学部、学科の学部長、学科長にその旨を届け出て転学部、転学科を志願することができる。 

２ 転学部、転学科は選考の上、当該教授会の意見を聴いて学長が許可する。 

（入学手続） 

第34条 入学を許可された者は、保証人と連署の上、誓約書及び本人の住民登録票（写）を提出するとと

もに入学金を本学の指定する期日までに納入しなければならない。 

（保証人） 

第35条 前条に規定する保証人は、父母又はこれらに準ずるもので独立の生計を営む成年者であることを

要する。ただし、外国人留学生については、身元引受人をもって保証人とする。 

２ 保証人として不適当と認めたときは、その変更を命ずることがある。 

３ 保証人は学生在学中に関する一切の事項につき、その責に任ずるものとする。 

４ 保証人が死亡し又はその他の理由で、その責務を尽くし得ない場合には、新たに保証人を選定して届

け出なければならない。 

（退学及び転学） 

第36条 退学又は他大学へ転学しようとする者は、その理由を付し、保証人連署をもって学長に願い出て

その許可を得なければならない。 

（休学） 

第37条 病気又はやむを得ない理由により３か月以上修学することができない者は、学長の許可を得て休

学することができる。 

２ 前項の規定により、休学の許可を得ようとする者は、その理由（病気の場合は医師の診断書添付）を

付し、保証人連署の上学長に願い出なければならない。 

（休学命令） 

第38条 学長は、病気等により特に必要があると認めた者については、休学を命ずることがある。 

（休学期間） 

第39条 休学期間は、前学期又は後学期若しくは１学年を区分とし１年以内とする。ただし、特別な理由

がある場合は、引き続き更に１年を限度として休学期間の延長を認めることがある。 

２ 休学期間は、通算して４年を超えることができない。 

３ 休学期間は、第７条に規定する在学年限に算入しない。 

（復学） 
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第40条 休学期間が満了し、復学しようとするときは学長の許可を得なければならない。 

（除籍） 

第41条 学長は、次の各号のいずれかに該当する者を除籍することができる。 

(1) 在学年数８年を超えた者又は第31条第５項の在学年数を超えた者 

(2) 第39条第２項に規定する休学期間を超えてなお復学できない者 

(3) 納付期限までに授業料等を納入せず、督促又は催告してもなお納入しない者 

(4) 疾病その他の理由により成業の見込みがないと認められる者 

第８章 特待生 

（特待生） 

第42条 学長は、人物、学業ともに優秀な学生に対しては、教授会の意見を聴いて、特待生として奨学金

を給付することができる。 

（特待生の要件） 

第43条 特待生は、次に定める要件を備えていなければならない。 

(1) 入学試験で抜群の成績を修め、人物が特に優れていること。 

(2) 本学における前年度の学業成績及び人物が特に優れていること。 

２ 特待生に関し必要な事項は、別に定める。 

第９章 授業料その他の納入金 

（授業料その他の納入金の納入） 

第44条 授業料その他の納入金については、次の各号の定めるところにより、それぞれ納入しなければな

らない。 

(1) 本学に在学する者は、授業料、教育充実費等（以下、「授業料等」という。） 

(2) 本学に入学する者は、入学金 

(3) 本学に入学を志願する者は、入学検定料 

（授業料その他の納入金の額） 

第45条 授業料その他の納入金の額は、別に定めるとおりとする。 

（授業料等の納期） 

第46条 第44条第１号に規定する授業料等は、各学期分をそれぞれ次の納期に納入しなければならない。 

前学期分 ４月10日から４月30日まで 
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後学期分 10月10日から10月31日まで 

（授業料等の納入猶予） 

第47条 災害その他特別の理由により、前条に規定するそれぞれの納期限までに授業料等の納入が困難な

場合は、その理由を付し保証人連署をもって、授業料等納入猶予願により、その納入猶予を学長に願い

出ることができる。この場合、学長は事情やむを得ないと認めたときは、各学期１回に限り、その猶予

期間を当該年度の範囲内で定め、これを許可することができる。 

（災害等による授業料の減免） 

第48条 災害その他により、経済的な理由で著しく修学困難になった者に対しては、学長は教授会の意見

を聴いて、その事由が発生した年度に係る授業料について、その一部又は全部を減免することができ

る。 

２ 授業料の減免に関し必要な事項は、別に定める。 

（休学・停学期間中の授業料等） 

第49条 休学又は停学中であっても、授業料等納入金は納入しなければならない。ただし、第37条により

休学を許可された者又は第38条により休学を命じられた者に限って納入すべき額は、別に定める。 

（中途退学者の授業料等の納入） 

第50条 学期の中途において退学した者は、その学期の授業料等を納入しなければならない。 

（授業料その他の納入金の返還） 

第51条 既納の授業料その他の納入金は返還しない。ただし、入学を辞退した場合には、入学検定料及び

入学金を除き返還することがある。また、既に当該年度の授業料が納入されている場合に第48条に該当

する事態が生じたときは、授業料を返還することがある。 

（授業料その他の納入金以外の納入金） 

第52条 第44条に規定する授業料その他の納入金以外の納入金に関する事項は、別に定める。 

第10章 賞罰 

（表彰） 

第53条 性行、学業ともに優秀で他の模範となる学生又は学生として特に表彰に値する行為があったとき

は、教授会の意見を聴いて、学長がこれを表彰することがある。 

（懲戒） 

第54条 学生が本学の諸規則等に違反し又は学業を怠り、学生の本分に反する行為があると認めたとき

は、教授会の意見を聴いて、学長はこれを懲戒する。 

２ 前項の懲戒は、訓告、停学及び退学とする。 
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３ 前項に規定する退学は、次の各号のいずれかに該当する学生に対して、これを行うことができる。 

(1) 性行不良で改善の見込みがないと認められる者 

(2) 学業を怠り成業の見込みがないと認められる者 

(3) 正当な理由がなくて、出席が常でない者 

(4) 本学の諸規則等に違反し、その他学生の本分に反した者 

第11章 教職員組織 

（組織） 

第55条 本学に学長、副学長、学部長、附属図書館長、附属機関長、学科長及び事務局長を置く。 

(1) 学長は、校務をつかさどり、所属教職員を統督する。 

(2) 副学長は、学長を助け、命を受けて公務をつかさどる。 

(3) 学部長は、学部の教育研究、その他の校務をつかさどる。 

(4) 附属図書館長は、学長の監督のもとに図書館業務をつかさどる。 

(5) 附属機関長は、学長の監督のもとに所管する附属機関の業務をつかさどる。 

(6) 学科長は、学部長を補佐し、学科の教育研究、その他の校務をつかさどる。 

(7) 事務局長は、学長を補佐し、事務局の事務をつかさどる。 

（教職員） 

第56条 本学に、教授、准教授、講師、助教及び職員を置く。 

(1) 教授は、専攻分野について、教育上、研究上又は実務上の特に優れた知識、能力及び実績を有する

者であって、学生を教授し、その研究を指導し、又は研究に従事する。 

(2) 准教授は、専攻分野について、教育上、研究上又は実務上の優れた知識、能力及び実績を有する者

であって、学生を教授し、その研究を指導し、又は研究に従事する。 

(3) 講師は、教授又は准教授に準ずる職務に従事する。 

(4) 助教は、専攻分野について、教育上、研究上又は実務上の知識及び能力を有する者であって、学生

を教授し、その研究を指導し、又は研究に従事する。 

(5) 職員は、所定の事務に従事する。 

２ 教育研究の必要に応じて、学長は、非常勤又は客員の講師等を委嘱することができる。 

３ 前項のほか、特に必要のある場合には、学長は、客員教授を委嘱することができる。 

４ 客員教授に関する事項は、別に定める。 
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（名誉教授） 

第57条 本学に、学長、教授として一定年限以上勤務し、教育上又は学術上特に功績のあった者に対し、

名誉教授の称号を授与することができる。 

２ 名誉教授に関する事項は、別に定める。 

（教授会） 

第58条 学部に、教授会を置く。 

２ 教授会に関する事項は、別に定める。 

（学長学部長会議） 

第58条の２ 本学に、教学部門の管理、運営に係る基本方針及び重要施策等に関する学長の意思決定につ

いて助言、補佐し、教学部門の業務全般の執行及び連絡調整を行うために、学長学部長会議を置く。 

２ 学長学部長会議に関する事項は、別に定める。 

（大学戦略運営会議） 

第59条 削除 

（全学委員会及びセンター） 

第60条 本学に、第２条に定める自己点検・評価の業務のほか、全学的な取組を必要とする業務の円滑な

運営に資するため、所定の分掌事項を担当する全学委員会、センターを置く。 

２ 全学委員会及びセンターは、審議過程における適時の経過報告とともに、審議結果についての報告を

学長に提出しなければならない。 

３ 全学委員会及びセンターに関する事項は、別に定める。 

（全学教授会） 

第61条 削除 

第12章 附属図書館及び附属機関 

（附属図書館） 

第62条 本学に、附属図書館（以下「図書館」という。）を置く。 

２ 図書館は、図書、文献及び研究資料を収集管理し、本学の教職員（名誉教授を含む。）、学生及び特

に図書館長の許可を受けた者の利用に供する。 

３ 図書館に関する事項は、別に定める。 

（附属機関） 

第63条 本学に、教育研究のための業務を分掌する附属機関として、学部から独立した附属センター及び
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研究所その他の研究施設を置くことができる。 

２ 附属機関に関する事項は、別に定める。 

第13章 厚生保健 

（保健管理） 

第64条 本学に、学生及び教職員の保健衛生を管理するため、保健室を置く。 

（健康診断） 

第65条 学生及び教職員のため、毎年定められた時期に健康診断を行うものとする。 

第14章 研究生、科目等履修生、単位互換履修生、聴講生及び委託生 

（研究生） 

第66条 本学において、特定の事項について研究しようとする者があるときは、教授会の意見を聴いて、

学長が研究生として入学を許可することがある。 

２ 研究生として入学することのできる者は、大学を卒業した者又はこれと同等以上の学力があると認め

られた者とする。 

３ 研究生に関し、必要な事項は、前２項に定めるもののほか、別に定める。 

（科目等履修生） 

第67条 本学の学生以外の者で、１又は複数の授業科目の履修を志願する者があるときは、学生の学修に

妨げのない限り、教授会の意見を聴いて、学長が科目等履修生として入学を許可する。 

２ 科目等履修生として入学することのできる者は、第27条に規定する入学資格を有するものであること

を要する。 

３ 科目等履修生については、試験の上単位を与える。 

４ 科目等履修生に関し、必要な事項は別に定める。 

（単位互換履修生） 

第68条 本学の学生以外の者で、１又は複数の授業科目の履修を志願する者があるときは、学生の学修に

妨げのない限り、教授会の意見を聴いて、学長が単位互換履修生として入学を許可する。 

２ 単位互換履修生として入学することのできる者は、本学と単位互換に関する協定がある大学又は短期

大学に学生（科目等履修生、聴講生等は除く）として在籍していることを要する。 

３ 単位互換履修生については、試験の上単位を与える。 

４ 単位互換履修生に関し、必要な事項は別に定める。 

（聴講生） 
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第69条 本学の授業科目の聴講を志願する者があるときは、学生の学修の妨げのない限り、教授会の意見

を聴いて、学長が聴講生として入学を許可することがある。 

２ 聴講生として入学することのできる者は、第27条に規定する入学資格を有するものであることを要す

る。 

３ 聴講生に関し、必要な事項は、前２項に定めるほか、別に定める。 

（委託生） 

第70条 本学に、特定の機関又は団体から６か月以上１年以内を期間として、その所属職員の研究を委託

されたときは、本学の教育研究に妨げのない限り、教授会の意見を聴いて、学長が委託生として許可す

る。 

２ 委託生に関し、必要な事項は、前２項に定めるもののほか、別に定める。 

（研究生等の納入金） 

第71条 研究生、科目等履修生、単位互換履修生、聴講生及び委託生（以下「研究生等」という）に関す

る納入金及び納入の時期は、別に定める。 

（諸規則の準用） 

第72条 研究生等に関して、第66条から前条まで及び第73条に規定しない事項については、本学則及びそ

の他の規則等を準用するものとする。 

（外国人留学生の特例） 

第73条 研究生等の外国人留学生にかかわる受講登録及び入学の時期については、第17条及び第26条の規

定にかかわらず別に定める。 

第15章 公開講座 

（公開講座） 

第74条 本学は、教育研究の成果を広く社会に開放し、地域における文化の向上に資するため、公開講座

を開設することがある。 

第16章 補則 

（補則） 

第75条 この学則の施行に関し必要な事項は、学長が別に定める。 

附 則 

１ この学則は、平成29年４月１日から施行する。 

２ この学則の施行の日前から引き続き在学する者に係る授業科目・履修方法・卒業要件・その他履修等

に関しては、なお従前の例による。 
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３ この学則の施行に伴い、必要な経過措置は、学長が定める。 

附 則（平成29年４月１日改正） 

１ この学則は、平成30年４月１日から施行する。 

附 則（平成30年３月28日改正） 

１ この学則は、平成30年４月１日から施行する。 

２ 第11条、第13条及び第21条の規定は、平成30年４月１日以後に入学した者から適用し、平成30年４月

１日前に入学した者及び平成30年４月１日以後に第31条の規定により編入学した者については、なお、

従前の例による。 

附 則（平成30年６月20日改正） 

１ この学則は、平成30年４月１日から施行する。 

２ 第13条第２項に規定する別表第３―12、別表第３―13、別表第３―16、別表第３―18は、平成30年

４月１日以後に入学した者から適用し、平成30年４月１日前に入学した者及び平成30年４月１日以後に

第31条の規定により編入学した者については、なお、従前の例による。 

附 則（平成30年９月26日改正） 

この学則は、平成30年10月１日から施行する。 

附 則（平成31年３月26日改正） 

１ この学則は、平成31年４月１日から施行する。 

２ 第11条及び第21条に規定する別表第５―１は、平成31年４月１日以後に入学した者から適用し、平成

31年４月１日前に入学した者及び平成31年４月１日以後に第31条の規定により編入学した者について

は、なお従前の例による。 

３ 第13条の規定は、平成31年４月１日以後に入学した者及び第31条の規定により編入学した者から適用

し、平成31年４月１日前に入学した者については、なお、従前の例による。 

附 則（令和元年11月27日改正） 

この学則は、令和元年11月27日から施行する。 

附 則（令和２年４月１日改正） 

１ この学則は、令和２年４月１日から施行する。 

２ 第11条の規定は、令和２年４月１日以後に入学した者から適用し、令和２年４月１日前に入学した者

及び令和２年４月１日以後に第31条の規定により編入学した者については、なお従前の例による。 

３ 第13条に規定する別表第３―19は、平成31年４月１日以後に入学した者及び第31条の規定により編入

学した者から適用し、平成31年４月１日前に入学した者については、なお、従前の例による。 
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附 則（令和２年８月21日改正） 

１ この学則は、令和３年４月１日から施行する。 

２ 第14条に規定する別表４―１は、令和３年４月１日以後に入学した者から適用し、令和３年４月１日

前に入学した者及び令和３年４月１日以後に第31条の規定により編入学した者については、なお従前の

例による。 

３ 第15条に規定する別表４―２は、令和３年４月１日以後に入学した者から適用し、令和３年４月１日

前に入学した者及び令和３年４月１日以後に第31条の規定により編入学した者については、なお従前の

例による。 

附 則（令和３年３月24日改正） 

１ この学則は、令和３年４月１日から施行する。 

２ 第11条の規定は、令和３年４月１日以後に入学した者から適用し、令和３年４月１日前に入学した者

及び令和３年４月１日以後に第31条の規定により編入学した者については、なお従前の例による。 

３ 第13条に規定する別表第３―19は、平成31年４月１日以後に入学した者及び第31条の規定により編入

学した者から適用し、平成31年４月１日前に入学した者については、なお、従前の例による。 

附 則（令和３年８月25日改正） 

１ この学則は、令和３年９月１日から施行する。 

附 則（令和４年３月23日改正） 

１ この学則は、令和４年４月１日から施行する。 

２ 第11条の規定は、令和４年４月１日以後に入学した者から適用し、令和４年４月１日前に入学した者

及び令和４年４月１日以後に第31条の規定により編入学した者については、なお従前の例による。 

３ 第13条に規定する別表第３―11から第３―18は、令和４年４月１日以後に入学した者から適用し、令

和４年４月１日前に入学した者及び令和４年４月１日以後に第31条の規定により編入学した者について

は、なお従前の例による。 

４ 第13条に規定する別表第３―６、第３―８から第３―10、第３―19は、令和３年４月１日以後に入学

した者から適用し、令和３年４月１日前に入学した者及び令和３年４月１日以後に第31条の規定により

編入学した者については、なお従前の例による。 

５ 第15条に規定する別表第４―２は、令和４年４月１日以後に入学した者から適用し、令和４年４月１

日前に入学した者及び令和４年４月１日以後に第31条の規定により編入学した者については、なお従前

の例による。 

６ 第21条に規定する別表第５―１は、令和４年４月１日以後に入学した者から適用し、令和４年４月１

日前に入学した者及び令和４年４月１日以後に第31条の規定により編入学した者については、なお従前

の例による。 
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附 則（令和５年４月１日則第７号） 

この学則は、令和５年４月１日から施行する。 

附 則（令和６年４月１日則第１号） 

この学則は、令和６年４月１日から施行する。 

附 則（令和７年４月１日則第６号） 

１ この学則は、令和７年４月１日から施行する。 

２ 第32条の規定は、令和７年４月１日以後に入学した者から適用し、令和７年４月１日前に入学した者

については、なお従前の例による。 

附 則（令和８年４月１日則第３号） 

１ この学則は、令和８年４月１日から施行する。 

２ 改正前の学則第４条に規定する学部のうち環境ツーリズム学部及び企業情報学部（以下「旧学部」と

いう。）は、改正後の学則第４条の規定にかかわらず、この学則の施行の日（以下「施行日」とい

う。）の前日に当該旧学部に在学する者が当該旧学部に在学しなくなるまでの間、存続するものとす

る。 

３ 施行日以降の旧学部の長は、前項により旧学部が存続する間、次表の右欄に掲げる学部の長をもって

充てる。 

旧学部の学部長名 充てる学部の学部長名 

環境ツーリズム学部長 
地域経営学部長 

企業情報学部長 

４ 施行日の前日に在学していた者で施行日以後も引き続いて在学するものに係る学科、授業科目、履修

方法、試験の成績評価、卒業要件及び単位の修得等により得られる資格等は、改正後の学則の規定にか

かわらず、なお従前の例による。 
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長野大学履修規程 

 

令和８年４月１日 

程第 18号 

 

(趣旨) 

第１条 この規程は、長野大学学則（平成 29年則第１号。以下「学則」という。）第 11条第２項、第

13条第２項及び第３項、第 14条第２項、第 15条第２項、第 15条の２第２項、第 21条並びに第 75

条の規定に基づき、授業科目、履修方法等に関し、必要な事項を定めるものとする。 

(履修登録) 

第２条 学生は、履修しようとする授業科目について、指定の期日内に履修の申請をし、履修登録を

しなければならない。 

２ 前項の履修の申請は、所定の手続により行うものとする。 

(科目の履修) 

第３条 科目の履修は別表第１及び別表第２に定めるところにより履修しなければならない。 

２ 履修にあたって、学生に対し、科目の概要、評価方法等、講義の運営を詳細に記載したシラバス

を履修登録期間までに提示するものとする。 

(履修の上限) 

第４条 学期ごとに履修できる単位数は、各年次において次のとおり定め、これを超えて履修できな

いものとする。 

学部 1 年次 前・後期 2年次 前・後期 3年次 前・後期 4年次 前・後期 

社会福祉学部 20 単位 20単位 20単位 30単位 

環境ツーリズム学部 20 単位 20単位 20単位 30単位 

企業情報学部 20 単位 20単位 20単位 30単位 

地域経営学部 20 単位 20単位 20単位 30単位 

共創情報科学部 22 単位 22単位 22単位 22単位 

２ 前項に規定する学期で履修できる単位数には、別表第 1及び別表第２中履修の上限単位数に含ま

ない科目を除く。 

３ 第１項の規定にかかわらず、一つ前の期において、第 13条第 4項に規定する GPAの値が基準値を

超えている場合は、次の各号のとおり新たな学期において履修上限単位より拡大して履修すること

ができる。ただし、共創情報科学部に在籍する学生には適用しない。 

 （１）GPAが 2.0以上 2.5未満の場合は 22単位（4年次は除く） 

 （２）GPAが 2.5以上の場合は 24単位（4年次は除く） 

(履修制限) 

第５条 各授業科目は、その内容又は教室の都合等により、履修者の数を制限する場合がある。 

(重複履修の禁止) 

第６条 学生は、同一時限の授業科目を重複して申請、受講することができない。 
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(二重履修の禁止) 

第７条 学生は、すでに所定の単位を取得した科目の履修又は同時に同一科目を２科目以上履修する

ことができない。 

(履修登録の削除) 

第８条 履修登録の修正及び削除は、あらかじめ指定された履修変更期間内に、定められた手続によ

り行う。 

(教職科目) 

第９条 本学の学部学科において取得できる教育職員免許状の種類及び免許教科は、次のとおりとす

る。 

学部 学科 教育職員免許状の種類 免許教科 

社会福祉学部 社会福祉学科 中学校教諭一種免許状 

高等学校教諭一種免許状 

高等学校教諭一種免許状 

特別支援学校教諭一種免許状 

社会 

公民 

地理歴史 

 

環境ツーリズム学部 環境ツーリズム学科 中学校教諭一種免許状 

高等学校教諭一種免許状 

高等学校教諭一種免許状 

社会 

公民 

地理歴史 

企業情報学部 企業情報学科 高等学校教諭一種免許状 情報 

地域経営学部 地域経営学科 中学校教諭一種免許状 

高等学校教諭一種免許状 

高等学校教諭一種免許状 

社会 

公民 

地理歴史 

共創情報科学部 共創情報科学科 高等学校教諭一種免許状 

高等学校教諭一種免許状 

数学 

情報 

２ 教育職員免許状の取得に必要な授業科目の種類、単位数は、別表第３のとおりとする。 

(社会福祉士等の科目) 

第10条 社会福祉士試験の受験資格の取得に必要な授業科目の種類及び単位数は、別表第４のとおり

とする。 

２ 精神保健福祉士試験の受験資格の取得に必要な授業科目の種類及び単位数は、別表第５のとおり

とする。 

３ 公認心理師試験の受験資格の取得に必要な大学における授業科目の種類及び単位数は、別表第６

のとおりとする。 

(公欠) 

第 11条 次の各号の一に該当する欠席で所定の届出を行った者については、公欠とする。 

(1) 別に定める親族が死亡した場合 

(2) 学校保健安全法施行規則（昭和 33年文部省令第 18号）第 18条に規定する感染症に罹患した

場合 

(3) 当該学生の通学経路における公共交通機関の運休・延着の場合 

(4) 居住地区の天変地異により危険を伴い通学が困難な場合 

(5) 学長が別に定める実習等に参加する場合 
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(6) 裁判員制度による裁判員の用務の場合 

(7)  その他学長が必要と認める場合 

2 公欠は欠席扱いとなる。ただし、試験の受験資格を失わないように配慮される。 

(休講及び補講) 

第 12条 各授業科目は、担当教員の公務、出張、病気などにより授業ができないときには休講となる

ことがある。 

２ 教員は、前項により休講となった授業は原則として補講を行う。 

(全学休講) 

第 13条 授業科目は、学長の判断により休講とすることがある。 

２ 前条第２項の規定は、前項の休講においても適用することがある。 

(成績評価) 

第 14条 成績評価の方法は、試験結果、授業内で課された試験、レポート等、各担当教員がシラバス

により示した方法による。 

２ 点数、評語及び合否は、次のとおりとする。 

点数 評語 合否 

100～90 秀 合格 

89～80 優 

79～70 良 

69～60 可 

59～ 不可 不合格 

３ 当該授業の試験を受験しなかった者又は出席回数が各科目担当者の設ける基準を満たさない者の

評価は、対象外とする。 

４ 教育課程における学習到達度を客観的に評価するため、グレード・ポイント・アベレージ（以下

「GPA」という。）を算出する。 

５ GPAに関して必要な事項は別に定める。  

（成績評価に関する質疑） 

第 15条 前条における成績評価に疑義がある場合は、所定の期日までに問い合わせをすることができ

る。 

(試験) 

第 16条 学則第 23条に基づき、成績評価を行うため、試験を実施する。 

２ 試験の方法は、当該科目の担当教員が決定する。 

(追試験) 

第 17条 前条に規定する試験を、正当な理由により受験できなかった者に対し、追試験を行うことが

ある。 

２ 前項に規定する正当な理由は、次の各号に掲げるものとする。 

(1) 病気または負傷 

(2) 交通機関の遅延 

(3) 親族の死亡 

(4) 就職試験 

(5) その他やむを得ない理由として認められるもの 
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３ 追試験を申請できる者は、次の各号に該当する者とする。 

(1) 前項に掲げる各号のいずれかに該当すること。 

(2) 追試験を希望する科目の担当教員が追試験の受験を許可していること。 

４ 追試験を申請する者は、指定する期間内に申請書及び第 2項のいずれかに該当する証明書等を提

出し、別に定める受験料を納めなければならない。 

(再試験) 

第 18条 卒業要件単位を満たさなかった者に対し、再試験を行うことがある。 

２ 再試験を受験できる者は次に掲げる各号に該当する者とする。 

(1) 卒業要件に満たない単位数が４単位以内であること。 

(2) 再試験の対象となる科目の担当教員が再試験の受験を許可していること。 

(3) 学生納付金を納めていること。 

３ 再試験の対象となる科目は、4年次に履修登録を行い不合格であった科目のうちから、不足してい

る単位数を超えない科目とする。 

４ 再試験を希望する者は、指定する期間内に別に定める受験料を納めなければならない。 

(不正行為) 

第 19条 成績評価にかかわる事項について不正とみなす行為を行った者は、原則、当該科目を不合格

とする。ただし、特に学長が悪質な行為とみなす場合は当該期に履修した全ての科目を不合格とす

る。 

２ 出席評価にかかわる事項について不正とみなす行為を行った者は、原則、当該科目を不合格とす

る。 

３ 前２項に該当する者は、学則第 54条の規定に基づき懲戒処分を受けることがある。 

(卒業要件) 

第 20条 卒業要件に係る授業科目及び所定の単位は別表第７のとおりとする。 

（庶務） 

第21条 この規程の庶務は、教育グループ教育支援担当が担当する。 

(その他) 

第 22条 この規程に定めるもののほか、授業科目の履修等について必要な事項は、学長が別に定め

る。 

 

附 則 

１ この規程は、令和８年４月１日から施行する。 

２ この規程の施行の日（以下「施行日」という。）の前日に在学していた者で施行日以後も引き続

いて在学するものに係る学科、授業科目、履修方法、試験の成績評価、卒業要件及び単位の修

得等により得られる資格等は、改正後のこの規程の規定にかかわらず、なお従前の例による。 
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別表第 1－1 

 社会福祉学部 社会福祉学科 教養科目表 

 

（注） ◎必修科目 ○選択科目 

系列 授業科目 
単

位 

必 

・ 

選 

年次 

備考 

（卒業所要 

単位数） 

基
礎
科
目
群 

語
学
リ
テ
ラ
シ
ー 

英
語 

Integrated English Ⅰ ２ ◎ 1～ 

４単

位 

必修 

基
礎
科
目
群
・
教
養
科
目
群
か
ら
選
択
４
単
位 

Integrated English Ⅱ ２ ◎ 1～ 

Writing Ⅰ １ 〇 2～ 

Content-based English A １ 〇 2～ 

Writing Ⅱ １ 〇 2～ 

Content-based English B １ 〇 2～ 

Presentation in English １ 〇 2～ 

Advanced Reading １ 〇 2～ 

Media English １ 〇 2～ 

English for International 

CommunicationⅠ 
１ 〇 3～ 

English for International 

CommunicationⅡ 
１ 〇 3～ 

未
来
リ
テ
ラ
シ
ー 

アカデミックライティング ２ 〇 1～ 

２ 単

位 

選択 

必修 

コミュニケーション論 ２ 〇 2～ 

ファシリテーション論 ２ 〇 2～ 

価値創造論 ２ 〇 3～ 

新聞で現代社会を考える ２ 〇 3～ 

STEAM教育概論（SPARC） 1 〇 1～ 

こころとからだの健康（SPARC） 1 〇 1～ 

インターンシップ（SPARC） 1 〇 3～ 

情報活用型ビジネスソリューション

（SPARC） 

2 〇 
2～ 

アントレプレナーシップ入門（SPARC） 1 〇 2～ 

ビジネスとマネジメント（SPARC） 2 〇 1～ 

情
報
リ
テ
ラ
シ
ー 

データサイエンス概論 ２ 〇 1～ 

 

３ 単

位 

選択 

必修 

コンピュータリテラシー ２ 〇 1～ 

プログラミング基礎 ２ 〇 1～ 

データビジュアライゼーション ２ 〇 2～ 

統計リテラシー（SPARC） 2 〇 1～ 

データサイエンスリテラシー（SPARC） 
1 登録 

必修 
1 
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数
学
リ
テ
ラ
シ

ー 線形代数学概論 ２ 〇 1～ ２ 単

位 

選択 

必修 

確率統計基礎 ２ 〇 1～ 

微分積分学概論 ２ 〇 1～ 

コンピュータ数学 ２ 〇 1～ 

教

養

科

目

群 

リ
ベ
ラ
ル
ア
ー
ツ 

日本史概論 ２ 〇 1～ 

３ 

単 

位 

選 

択 

必 

修 

 

地誌概論 ２ 〇 1～  

法学概論 ２ 〇 1～  

現代社会と哲学 ２ 〇 1～  

現代社会と倫理学 ２ 〇 1～  

憲法 ２ 〇 1～  

社会思想史 ２ 〇 1～  

東洋史概論 ２ 〇 1～  

西洋史概論 ２ 〇 1～  

政治学概論 ２ 〇 1～  

哲学概論 ２ 〇 1～  

倫理学概論 ２ 〇 1～  

文化人類学 ２ 〇 1～  

心理学 ２ 〇 1～  

スポーツ実技Ⅰ ２ 〇 1～  

スポーツ実技Ⅱ ２ 〇 1～  

国際文化論 ２ 〇 3～  

海外研修 ２ 〇 2・3  

欧米における人権の拡大 ２ 〇 3～  

近代日本の歩み ２ 〇 3～  

歴史の見方 ２ 〇 3～  

日中関係史 ２ 〇 3～  

ミクロ経済学入門（SPARC） ２ 〇 1～  

経営組織論（SPARC） ２ 
登録 

必修 
2 

 

マクロ経済学入門（SPARC） ２ 〇 1～  

心理学（SPARC） ２ 〇 1～  

経済学概論 ２ 〇 1～  

地理学概論 ２ 〇 1～  

科
学
・
技
術 

生態学 ２ 〇 1～ 

 

 

科学技術と社会 ２ 〇 1～  

物理学基礎 ２ 〇 1～  

生活と環境の科学 ２ 〇 1～  

環境法入門（SPARC） ２ 〇 1～  

物理学の世界（SPARC) ２ 〇 1～ ２ 単  
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化学の世界（SPARC) ２ 〇 1～ 位 

選択 

必修 

 

生物学の世界（SPARC) ２ 〇 1～  

地学の世界（SPARC) ２ 〇 1～  

工学入門（SPARC） ２ 
〇 

1～ 
２ 単

位 

選択 

必修 

 

環境学入門（SPARC） ２ 
〇 

1～ 
 

地
域
学 

信州地域史 ２ 〇 1～ 

４ 単

位 

選択 

必修 

 

信州上田学 ２ 〇 1～  

メディア芸術論 ２ 〇 2～  

地域創造論 ２ 〇 3～  

信州学（SPARC） ２ 
登録

必修 
1 

 

地域課題解析講座（SPARC） １ 
登録

必修 
2 

 

地域課題 PBL（SPARC） 
２ 登録

必修 
3 

 

社会福祉の考え方（SPARC） ２ ２ 1～  

地域と福祉（SPARC） ２ ２ 1～  

立志学（SPARC） ２ １ 1～  

 

基礎科目群・教養科目群 最低必要単位 

必修       ４単位 

選択必修    １６単位 

選択       ４単位 

計２４単位 

※ 「登録必修」とは、必ず年度の最初に履修登録し履修するが、単位を取得できなかった場合は次

年度以降に選択科目と同じ扱いになる。 
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別表第 1－2 

環境ツーリズム学部 環境ツーリズム学科 教養科目表 

（注） ◎必修科目 ○選択科目 

系列 授業科目 単位 必・選 年次 備考（卒業所要単位数） 

導入科

目 

課題探求ゼミナールⅠ 2 ◎ 1 
4単位必修 

課題探求ゼミナールⅡ 2 ◎ 1 

アカデミックライティング 2 登録必修 1 
  

コンピュータ基礎 2 登録必修 1 

論理と

思考 

線形代数学 2 ○ 1～ 

4単位選択必修 

全系列の中

から9単位

選択※外国

人留学生は

11単位選択 

微分積分学 2 ○ 1～ 

経済学 2 ○ 1～ 

哲学 2 ○ 1～ 

哲学概論 2 ○ 2～ 

憲法 2 ○ 1～ 

行政法 2 ○ 2～ 

法学 2 ○ 1～ 

生態学 2 ○ 1～ 

淡水生物学実習 2 ○ 2～ 

生物環境学特別講義 2 ○ 2～ 

物質科学 2 ○ 1～ 

民法 2 ○ 1～ 

環境科学 2 ○ 1～ 

情報保障技術B（要約筆記） 2 ○ 1～ 

身体と

感性 

心理学 2 ○ 1～ 

4単位選択必修 

教育心理学（教育・学校心理学） 2 ○ 1～ 

人間関係論 2 ○ 1～ 

倫理学 2 ○ 1～ 

倫理学概論 2 ○ 2～ 

メディア芸術論 2 ○ 1～ 

保健体育講義 2 ○ 1～ 

障がい者スポーツ指導 2 ○ 3～ 

音楽療法 2 ○ 1～ 

身体パフォーマンス 1 ○ 1～ 

スポーツ実技（Ⅰ・Ⅱ） 1 ○ 1～ 

地域と

世界 

信州上田学 2 ○ 1～2 

4単位選択必修 

信州地域史 2 ○ 1～ 

地域協働活動（Ⅰ・Ⅱ） 2 ○ 2～3 

新聞で現代社会を考える 2 ○ 1～ 

教育学 2 ○ 1～ 
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社会学 2 ○ 1～ 

政治学概論 2 ○ 1～ 

地誌 2 ○ 1～ 

地誌概論 2 ○ 2～ 

東アジア社会論 2 ○ 2～ 

地球環境論 4 ○ 1～ 

国際文化 2 ○ 1～ 

海外研修（A・B） 2 ○ 1～ 

社会思想史 2 ○ 1～ 

２単位選択必修 

歴史の見方 2 ○ 1～ 

日本史 2 ○ 1～ 

日本史概論 2 ○ 2～ 

東洋史 2 ○ 1～ 

東洋史概論 2 ○ 2～ 

西洋史 2 ○ 1～ 

西洋史概論 2 ○ 2～ 

地理学 2 ○ 1～ 

文化人類学 2 ○ 1～ 

データサイエンス概論 2 ◎ 1～ 必修 

職業と

生き方 

職業選択と生き方 
2 ○ 1～  

外国語 英語 基礎英語Ⅰ 2 ○ 1 

英語・中国語か

ら一言語4単位

必修を含む計8

単位選択必修 

（外国人留学生

を除く） 

基礎英語Ⅱ 2 ○ 1 

英語（講読）Ⅰ 1 ○ 1～ 

英語（講読）Ⅱ 1 ○ 1～ 

英語（講読）Ⅲ 1 ○ 1～ 

英語（講読）Ⅳ 1 ○ 1～ 

英語（講読）Ⅴ 1 ○ 2～ 

英語（講読）Ⅵ 1 ○ 2～ 

英語（会話）Ⅰ 1 ○ 1～ 

英語（会話）Ⅱ 1 ○ 1～ 

英語（会話）Ⅲ 1 ○ 1～ 

英語（会話）Ⅳ 1 ○ 1～ 

英語（会話）Ⅴ 1 ○ 2～ 

英語（会話）Ⅵ 1 ○ 2～ 

中国語 中国語Ⅰ 2 ○ 1～ 

中国語Ⅱ 2 ○ 1～ 

中国語Ⅲ 2 ○ 2～ 

中国語Ⅳ 2 ○ 2～ 
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中国語（聴解）Ⅴ 1 ○ 3～ 

中国語（聴解）Ⅵ 1 ○ 3～ 

中国語（作文）Ⅴ 1 ○ 3～ 

中国語（作文）Ⅵ 1 ○ 3～ 

ドイツ語 ドイツ語Ⅰ 2 ○ 2～ 

ドイツ語Ⅱ 2 ○ 2～ 

韓国語 韓国語Ⅰ 2 ○ 2～ 

韓国語Ⅱ 2 ○ 2～ 

日本語 日本語Ⅰ 2 ◎ 1～ （外国人留学生

のみ） 

6単位必修 

日本語Ⅱ 2 ◎ 1～ 

日本事情基礎 2 ◎ 1 

教養科目 最低必要単位 

※（ ）内は外国人留学生の最低

必要単位 

必修 10単位（112単位） 

選択必修 18単位（114単位） 

選択 9単位（11単位） 計37単位（37単位） 

 

※「登録必修」とは、必ず年度の最初に履修登録し履修するが、単位を取得できなかった場合は次年

度以降に選択必修と同じ扱いになる。 
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別表第 1－3 

 企業情報学部 企業情報学科 教養科目表 

（注） ◎必修科目 ○選択科目 

系列 授業科目 単位 必・選 年次 備考（卒業所要単位数） 

導入科

目 

課題発見ゼミナールⅠ 4 ◎ 1 
8単位必修 

課題発見ゼミナールⅡ 4 ◎ 1 

アカデミックライティング 2 登録必修 1 
  

コンピュータ基礎 2 登録必修 1 

論理と

思考 

線形代数学 2 ○ 1～ 

4単位選択必修 

全系列の中

から8単位

選択※外国

人留学生は

10単位選択 

微分積分学 2 ○ 1～ 

経済学 2 ○ 1～ 

哲学 2 ○ 1～ 

哲学概論 2 ○ 2～ 

憲法 2 ○ 1～ 

法学 2 ○ 1～ 

生態学 2 ○ 1～ 

淡水生物学実習 2 ○ 2～ 

生物環境学特別講義 2 ○ 2～ 

物質科学 2 ○ 1～ 

民法 2 ○ 1～ 

環境科学 2 ○ 1～ 

情報保障技術B（要約筆記） 2 ○ 1～ 

身体と

感性 

心理学 2 ○ 1～ 

4単位選択必修 

教育心理学（教育・学校心理学） 2 ○ 1～ 

人間関係論 2 ○ 1～ 

倫理学 2 ○ 1～ 

倫理学概論 2 ○ 2～ 

メディア芸術論 2 ○ 1～ 

保健体育講義 2 ○ 1～ 

障がい者スポーツ指導 2 ○ 3～ 

音楽療法 2 ○ 1～ 

身体パフォーマンス 1 ○ 1～ 

スポーツ実技（Ⅰ・Ⅱ） 1 ○ 1～ 

地域と

世界 

信州上田学 2 ○ 1～2 

4単位選択必修 

信州地域史 2 ○ 1～ 

地域協働活動（Ⅰ・Ⅱ） 2 ○ 2～3 

新聞で現代社会を考える 2 ○ 1～ 

教育学 2 ○ 1～ 

社会学 2 ○ 1～ 
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政治学概論 2 ○ 1～ 

地誌 2 ○ 1～ 

地誌概論 2 ○ 2～ 

東アジア社会論 2 ○ 2～ 

地球環境論 4 ○ 1～ 

国際文化 2 ○ 1～ 

海外研修（A・B） 2 ○ 1～ 

歴史と

未来 

社会思想史 2 ○ 1～ 

2単位選択必修 

歴史の見方 2 ○ 1～ 

日本史 2 ○ 1～ 

日本史概論 2 ○ 2～ 

東洋史 2 ○ 1～ 

東洋史概論 2 ○ 2～ 

西洋史 2 ○ 1～ 

西洋史概論 2 ○ 2～ 

地理学 2 ○ 1～ 

地理学概論 2 ○ 2～ 

文化人類学 2 ○ 1～ 

データサイエンス概論 2 ◎ 1～ 必修 

外国語 英語 基礎英語Ⅰ 2 ○ 1 

英語・中国語か

ら一言語4単位

必修を含む計8

単位選択必修 

（外国人留学生

を除く） 

基礎英語Ⅱ 2 ○ 1 

英語（講読）Ⅰ 1 ○ 1～ 

英語（講読）Ⅱ 1 ○ 1～ 

英語（講読）Ⅲ 1 ○ 1～ 

英語（講読）Ⅳ 1 ○ 1～ 

英語（講読）Ⅴ 1 ○ 2～ 

英語（講読）Ⅵ 1 ○ 2～ 

英語（会話）Ⅰ 1 ○ 1～ 

英語（会話）Ⅱ 1 ○ 1～ 

英語（会話）Ⅲ 1 ○ 1～ 

英語（会話）Ⅳ 1 ○ 1～ 

英語（会話）Ⅴ 1 ○ 2～ 

英語（会話）Ⅵ 1 ○ 2～ 

中国語 中国語Ⅰ 2 ○ 1～ 

中国語Ⅱ 2 ○ 1～ 

中国語Ⅲ 2 ○ 2～ 

中国語Ⅳ 2 ○ 2～ 

中国語（聴解）Ⅴ 1 ○ 3～ 

中国語（聴解）Ⅵ 1 ○ 3～ 
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中国語（作文）Ⅴ 1 ○ 3～ 

中国語（作文）Ⅵ 1 ○ 3～ 

ドイツ語 ドイツ語Ⅰ 2 ○ 2～ 

ドイツ語Ⅱ 2 ○ 2～ 

韓国語 韓国語Ⅰ 2 ○ 2～ 

韓国語Ⅱ 2 ○ 2～ 

日本語 日本語Ⅰ 2 ◎ 1～ （外国人留学生

のみ） 

6単位必修 

日本語Ⅱ 2 ◎ 1～ 

日本事情基礎 2 ◎ 1 

教養科目 最低必要単位 

※（ ）内は外国人留学生の最低

必要単位 

必修 14単位（16単位） 

選択必修 18単位（14単位） 

選択 8単位（10単位） 計40単位（40単位） 

 

※「登録選択」とは、必ず年度の最初に履修登録し履修するが、単位を取得できなかった場合は次年

度以降に選択科目と同じ扱いになる。 
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別表第 1－4 

地域経営学部地域経営学科 教養科目表 

（注） ◎必修科目 ○選択科目 

系列 授業科目 単位 

必 

・ 

選 

年次 

備考 

（卒業所要 

単位数） 

基
礎
科
目
群 

語
学
リ
テ
ラ
シ
ー 

英
語 

Integrated English Ⅰ ２ ◎ 1～ ４単位 

必修 

基
礎
科
目
群
・
教
養
科
目
群
か
ら
選
択
４
単
位 

Integrated English Ⅱ ２ ◎ 1～ 

Writing Ⅰ １ 〇 2～ 

４単位 

選択 

必修 

Content-based English A １ 〇 2～ 

Writing Ⅱ １ 〇 2～ 

Content-based English B １ 〇 2～ 

Presentation in English １ 〇 2～ 

Advanced Reading １ 〇 2～ 

Media English １ 〇 2～ 

English for International 

CommunicationⅠ 
１ 〇 3～ 

English for International 

CommunicationⅡ 
１ 〇 3～ 

中
国
語 

中国語初級 ２ 〇 2～ 

中国語中級 ２ 〇 2～ 

中国語実践Ⅰ ２ 〇 3～ 

中国語実践Ⅱ ２ 〇 3～ 

未
来
リ
テ
ラ
シ
ー 

アカデミックライティング ２ 〇 1～ 

２単位 

選択 

必修 

コミュニケーション論 ２ 〇 2～ 

ファシリテーション論 ２ 〇 2～ 

価値創造論 ２ 〇 3～ 

新聞で現代社会を考える ２ 〇 3～ 

情
報
リ
テ
ラ
シ
ー 

データサイエンス概論 ２ ◎ 1 
２単位 

必修 

コンピュータリテラシー ２ 〇 1～ ２単位 

選択 

必修 

プログラミング基礎 ２ 〇 1～ 

データビジュアライゼーション ２ 〇 2～ 

数
学
リ
テ
ラ
シ

ー 線形代数学概論 ２ 〇 1～ 
２単位 

選択 

必修 

確率統計基礎 ２ 〇 1～ 

微分積分学概論 ２ 〇 1～ 

コンピュータ数学 ２ 〇 1～ 
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教
養
科
目
群 

リ
ベ
ラ
ル
ア
ー
ツ 

日本史概論 ２ 〇 1～ 

10 

単 

位 

選 

択 

必 

修 

 

地誌概論 ２ 〇 1～  

法学概論 ２ 〇 1～  

現代社会と哲学 ２ 〇 1～  

現代社会と倫理学 ２ 〇 1～  

憲法 ２ 〇 1～  

社会思想史 ２ 〇 1～  

東洋史概論 ２ 〇 1～  

西洋史概論 ２ 〇 1～  

政治学概論 ２ 〇 1～  

哲学概論 ２ 〇 1～  

倫理学概論 ２ 〇 1～  

文化人類学 ２ 〇 1～  

心理学 ２ 〇 1～  

スポーツ実技Ⅰ ２ 〇 1～  

スポーツ実技Ⅱ ２ 〇 1～  

国際文化論 ２ 〇 3～  

海外研修 ２ 〇 2・3  

欧米における人権の拡大 ２ 〇 3～  

近代日本の歩み ２ 〇 3～  

歴史の見方 ２ 〇 3～  

日中関係史 ２ 〇 3～  

科
学
・
技
術 

生態学 ２ 〇 1～ 
２単位 

選択 

必修 

 

科学技術と社会 ２ 〇 1～  

物理学基礎 ２ 〇 1～  

生活と環境の科学 ２ 〇 1～  

地
域
学 

信州地域史 ２ 〇 1～ 
２単位 

選択 

必修 

 

信州上田学 ２ 〇 1～  

メディア芸術論 ２ 〇 2～  

地域創造論 ２ 〇 3～  

 

基礎科目群・教養科目群 最低必要単位 

必修           ６単位 

選択必修        ２４単位 

選択           ４単位                      

計３４単位 

※ 「登録必修」とは、必ず年度の最初に履修登録し履修するが、単位を取得できなかった場合は次

年度以降に選択科目と同じ扱いになる。 
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別表第 1－5 

共創情報科学部共創情報科学科 教養科目表 

（注） ◎必修科目 ○選択科目 

系列 授業科目 単位 

必 

・ 

選 

年次 

備考 

（卒業所要 

単位数） 

基
礎
科
目
群 

語
学
リ
テ
ラ
シ
ー 

英
語 

Integrated English Ⅰ ２ ◎ 1～ ４単位 

必修 

基
礎
科
目
群
・
教
養
科
目
群
か
ら
選
択
６
単
位 

Integrated English Ⅱ ２ ◎ 1～ 

Writing Ⅰ １ 〇 2～ 

４単位 

選択 

必修 

Content-based English A １ 〇 2～ 

Writing Ⅱ １ 〇 2～ 

Content-based English B １ 〇 2～ 

Presentation in English １ 〇 2～ 

Advanced Reading １ 〇 2～ 

Media English １ 〇 2～ 

English for International 

CommunicationⅠ 
１ 〇 3～ 

English for International 

CommunicationⅡ 
１ 〇 3～ 

中
国
語 

中国語初級 ２ 〇 2～ 

自由 

選択 

中国語中級 ２ 〇 2～ 

中国語実践Ⅰ ２ 〇 3～ 

中国語実践Ⅱ ２ 〇 3～ 

未
来
リ
テ
ラ
シ
ー 

価値創造論 ２ ◎ 3～ 
２単位 

必修 

アカデミックライティング ２ 〇 1～  

コミュニケーション論 ２ 〇 2～  

ファシリテーション論 ２ 〇 2～  

新聞で現代社会を考える ２ 〇 3～  

情
報
リ
テ
ラ
シ
ー 

データサイエンス概論 ２ ◎ 1 
２単位 

必修 

コンピュータリテラシー ２ 〇 1～ ２単位 

選択 

必修 

プログラミング基礎 ２ 〇 1～ 

データビジュアライゼーション ２ 〇 2～ 

数
学
リ
テ

ラ
シ
ー 

線形代数学概論 ２ 〇 1～ ２単位 

選択 

必修 

確率統計基礎 ２ 〇 1～ 

微分積分学概論 ２ 〇 1～ 
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コンピュータ数学 ２ 〇 1～ 

教
養
科
目
群 

リ
ベ
ラ
ル
ア
ー
ツ 

日本史概論 ２ 〇 1～ 

２単位 

選択 

必修 

 

地誌概論 ２ 〇 1～  

法学概論 ２ 〇 1～  

現代社会と哲学 ２ 〇 1～  

現代社会と倫理学 ２ 〇 1～  

憲法 ２ 〇 1～  

社会思想史 ２ 〇 1～  

東洋史概論 ２ 〇 1～  

西洋史概論 ２ 〇 1～  

政治学概論 ２ 〇 1～  

哲学概論 ２ 〇 1～  

倫理学概論 ２ 〇 1～  

文化人類学 ２ 〇 1～  

心理学 ２ 〇 1～  

スポーツ実技Ⅰ ２ 〇 1～  

スポーツ実技Ⅱ ２ 〇 1～  

国際文化論 ２ 〇 3～  

海外研修 ２ 〇 2・3  

欧米における人権の拡大 ２ 〇 3～  

近代日本の歩み ２ 〇 3～  

歴史の見方 ２ 〇 3～  

日中関係史 ２ 〇 3～  

科
学
・
技
術 

生態学 ２ 〇 1～ 
２単位 

選択 

必修 

 

科学技術と社会 ２ 〇 1～  

物理学基礎 ２ 〇 1～  

生活と環境の科学 ２ 〇 1～  

地
域
学 

信州地域史 ２ 〇 1～ 
２単位 

選択 

必修 

 

信州上田学 ２ 〇 1～  

メディア芸術論 ２ 〇 2～  

地域創造論 ２ 〇 3～  

 

基礎科目群・教養科目群 最低必要単位 

必修           ８単位 

選択必修         １４単位 

選択           ６単位               

計２８単位 

※ 「登録必修」とは、必ず年度の最初に履修登録し履修するが、単位を取得できなかった場合は次

年度以降に選択科目と同じ扱いになる。 
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別表第 2－1 

 社会福祉学部 社会福祉学科 専門教育科目表 

（注） ◎必修科目 ○選択科目 

系列 授業科目 単位 必・

選 

年次 備考（卒業所

要単位数） 

専
門
科
目
群 

専
門
基
礎
科
目
（
共
通
） 

人間と社会の理解 4 ◎ 1～ 12
単
位
必
修
・
8
単
位
選
択
必
修 

専
門
基
礎
科
目
か
ら
8
単
位
選
択 

専
門
科
目
群
か
ら
10
単
位
選
択 

社会福祉の視点と方法 2 ◎ 1～ 

福祉の仕事 2 ◎ 1～ 

社会保障Ⅰ 2 ◎ 2～ 

社会福祉調査の基礎 2 〇 1～ 

社会学と社会システム 2 〇 1～ 

人体の構造と機能及び疾病 2 〇 1～ 

社会福祉の原理と政策Ⅰ 2 〇 2～ 

地域福祉と包括的支援体制Ⅰ 2 〇 2～ 

精神保健福祉の原理Ⅰ 2 〇 2～ 

現代の精神保健の課題と支援Ⅰ 2 〇 2～ 

心理学と心理的支援 2 〇 1～ 

心理学概論Ⅰ 2 〇 1～ 

発達心理学 2 〇 1～ 

障害入門（発達支援学入門） 2 ◎ 1～ 

教育学概論 2 〇 1～ 

発達障害教育総論 2 〇 1～ 

専
門
基
礎
科
目
（
基
盤
） 

ボランティア論とその活動 2 〇 1～ 8
単
位
選
択
必
修 

ソーシャルワークの基盤と専門職Ⅰ 2 〇 2～ 

ソーシャルワークの基盤と専門職Ⅱ 2 〇 2～ 

高齢者福祉 2 〇 1～ 

児童・家庭福祉 2 〇 1～ 

障害者福祉 2 〇 1～ 

貧困に対する支援 2 〇 2～ 

社会的養護 2 〇 2～ 

居住福祉論 2 〇 2～ 

教育心理学（教育・学校心理学） 2 〇 1～ 

学校心理学（教育・学校心理学） 2 〇 2～ 

学習心理学（学習・言語心理学） 2 〇 2～ 

心理学統計法Ⅰ 2 〇 1～ 

心理学統計法Ⅱ 2 〇 1～ 

心理学研究法 2 〇 2～ 

人間関係論 2 〇 1～ 

障害児療育支援 2 〇 1～ 
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自立活動の理論と実際 2 〇 1～ 

社会福祉発達史Ａ 2 〇 2～ 

社会福祉発達史Ｂ 2 〇 2～ 

福祉用具の知識 2 〇 2～ 

社会・集団心理学（社会・集団・家族心理学） 2 〇 1～ 

家族心理学（社会・集団・家族心理学） 2 〇 1～ 

精神疾患とその治療Ⅰ 2 〇 2～ 

精神疾患とその治療Ⅱ 2 〇 2～ 

専
門
科
目
（
共
通
） 

社会保障Ⅱ 2 ◎ 2～ 22
単
位
必
修
・
8
単
位
選
択
必
修 

専
門
科
目
か
ら
16
単
位
選
択 

社会福祉学研究入門Ⅰ 2 ◎ 3～ 

社会福祉学研究入門Ⅱ 2 ◎ 3～ 

専門ゼミナールⅠ 4 ◎ 3 

専門ゼミナールⅡ 4 ◎ 4 

卒業研究と論文 8 ◎ 4 

社会福祉の原理と政策Ⅱ 2 〇 2～ 

地域福祉と包括的支援体制Ⅱ 2 〇 2～ 

精神保健福祉の原理Ⅱ 2 〇 2～ 

現代の精神保健の課題と支援Ⅱ 2 〇 2～ 

心理学概論Ⅱ 2 〇 1～ 

障害者・障害児心理学 2 〇 3～ 

視覚障害教育総論 2 〇 3～ 

聴覚・言語障害教育総論 2 〇 3～ 

重複障害教育総論 2 〇 3～ 

ソーシャルワークの理論と方法Ⅰ 2 〇 2～ 

ソーシャルワークの理論と方法Ⅱ 2 〇 2～ 

専
門
科
目
（
展
開
） 

保健医療と福祉 2 〇 3～ 8 

単

位

選

択

必

修 

 

刑事司法と福祉 2 〇 3～ 

権利擁護を支える法制度 2 〇 3～ 

社会福祉政策 2 〇 3～ 

ソーシャルワークの理論と方法Ⅲ 1 〇 3～ 

ソーシャルワークの理論と方法Ⅳ 1 〇 3～ 

福祉住環境論 2 〇 2～ 

リハビリテーション論 2 〇 2～ 

福祉サービスの組織と経営 2 〇 3～ 

自治体福祉行政実務論（隔年開講） 2 〇 3～ 

精神障害リハビリテーション論 2 〇 3～ 

ソーシャルワークの理論と方法（精神専門）Ⅰ 2 〇 3～ 

ソーシャルワークの理論と方法（精神専門）Ⅱ 1 〇 4 

精神保健福祉制度論 2 〇 4 
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ソーシャルワーク実習指導Ⅰ 1 〇 2～ 

ソーシャルワーク実習指導Ⅱ 1 〇 3～ 

ソーシャルワーク実習指導Ⅲ 1 〇 3～ 

ソーシャルワーク演習Ⅰ 1 〇 2～ 

ソーシャルワーク演習Ⅱ 1 〇 2～ 

ソーシャルワーク演習Ⅲ 1 〇 3～ 

ソーシャルワーク演習Ⅳ 1 〇 3～ 

ソーシャルワーク演習Ⅴ 1 〇 3～ 

ソーシャルワーク実習Ⅰ 1 〇 2～ 

ソーシャルワーク実習Ⅱ 4 〇 3～ 

ソーシャルワーク応用実習 2 〇 4 

ソーシャルワーク応用実習指導 1 〇 4 

精神保健福祉援助実習指導Ⅰ 1 〇 3～ 

精神保健福祉援助実習指導Ⅱ 1 〇 4 

精神保健福祉援助実習指導Ⅲ 1 〇 4 

精神保健福祉援助演習Ⅰ 1 〇 3～ 

精神保健福祉援助演習Ⅱ 1 〇 4 

精神保健福祉援助演習Ⅲ 1 〇 4 

精神保健福祉援助実習Ⅰ 2 〇 3～ 

精神保健福祉援助実習Ⅱ 2 〇 4 

臨床心理学概論Ⅰ 2 〇 2～ 

臨床心理学概論Ⅱ 2 〇 2～ 

心理的アセスメント 2 〇 2～ 

心理学的支援法 2 〇 3～ 

言語心理学（学習・言語心理学） 2 〇 2～ 

神経心理学（神経・生理心理学） 2 〇 2～ 

知覚・認知心理学 2 〇 2～ 

感情・人格心理学 2 〇 3～ 

健康・医療心理学 2 〇 3～ 

福祉心理学 2 〇 3～ 

産業・組織心理学 2 〇 3～ 

司法・犯罪心理学 2 〇 3～ 

生理心理学（神経・生理心理学） 2 〇 3～ 

心理調査概論 2 〇 2 

心理学実験Ⅰ 2 〇 2 

心理学実験Ⅱ 2 〇 2 

心理演習 2 〇 3～ 

心理実習 4 〇 4 

応用心理調査実習 4 〇 3～ 
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公認心理師の職責 2 〇 3～ 

関係行政論 2 〇 3～ 

肢体不自由者の心理・生理・病理 2 〇 2 

知的障害者の心理・生理・病理 2 〇 2 

発達障害自立活動演習 2 〇 3～ 

発達診断の理論と方法 2 〇 3～ 

教育のユニバーサルデザインと授業作り 2 〇 3～ 

社会福祉発達史C 2 〇 3～ 

専門科目群 最低必要単位数 必修             ３４単位 

選択必修           ３２単位 

選択（専門基礎科目）       ８単位 

選択（専門科目）        １６単位 

選択（専門基礎・専門科目）  １０単位          

計１００単位 
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別表第 2－2 

 環境ツーリズム学部 環境ツーリズム学科 専門教育科目表 

注） ◎必修科目 ○選択科目 

系列 授業科目 単位 必・選 年次 備考 

専門基

礎科目 

地域社会学 2 ◎ 1～ 必修 

地域環境概論 2 ◎ 1～ 

観光概論 2 ◎ 1～ 

まちづくりの社会学 2 ○ 1～ 4単位

選択必

修 

専門

教育

科目

全系

列か

ら18

単位

選択 

教養科

目・専門

教育科目

から28単

位選択 

まちづくりの政治学 2 ○ 2～ 

経済学概論 2 ○ 2～ 

地理学概論 2 ○ 2～ 

国際社会学 2 ○ 1～ 

専

門

基

幹

科

目 

地

域

マ

ネ

ジ

メ

ン

ト 

地域政策と地域づくり 2 ○ 1～ 6単位

選択必

修 

地産地消論 2 ○ 1～ 

男女共生の地域づくり 2 ○ 2～ 

地方自治論 2 ○ 2～ 

地方財政論 2 ○ 2～ 

行政法 2 ○ 2～ 

行政学 2 ○ 2～ 

持続可能な地域経済 2 ○ 2～ 

非営利事業論 2 ○ 2～ 

まちづくりマネジメント論 2 ○ 2～ 

コミュニティデザイン論 2 ○ 2～ 

地域イノベーション論 2 ○ 2～ 

社

会

調

査 

社会調査論 4 ○ 1～ 6単位

選択必

修 

統計学 2 ○ 2～ 

統計解析法 2 ○ 2～ 

社会統計法 2 ○ 2～ 

社会調査法 2 ○ 2～ 

地域調査演習 6 ○ 3～ 

専

門

展

開

科

目 

観

光

専

門 

観光文化論 2 ○ 2～ 4単位

選択必

修 

観光政策論 2 ○ 3～ 

持続可能なツーリズム 2 ○ 2～ 

観光と地域ビジネス 2 ○ 2～ 

地域交通論 2 ○ 2～ 

観光まちづくり事業論 4 ○ 2～ 

食文化産業とまちづくり 2 ○ 2～ 

観光まちづくり演習（Ⅰ・Ⅱ） 4 ○ 2～ 

環 持続可能性科学 2 ○ 2～ 4単位
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境

専

門 

環境経済学 2 ○ 2～ 選択必

修 環境政策論 2 ○ 2～ 

エコキャンパス論 2 ○ 2～ 

環境マネジメント論 2 ○ 2～ 

環境教育論 2 ○ 2～ 

里山再生論 2 ○ 2～ 

保全生態学 2 ○ 2～ 

自然エネルギー論 2 ○ 2～ 

自然調査演習（Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ） 

（隔週開講） 
4 ○ 1～ 

職業観

養成科

目 

情報と職業 2 ○ 2～  

キャリアデザイン論 2 ○ 2・3 

職業観養成特別講義A 2 ○ 2～ 

若者と労働 2 ○ 2～ 

インターンシップ（Ⅰ・Ⅱ） 4 ○ 3～ 

公務員特別コース・ゼミナール（Ⅰ・Ⅱ） 4 ○ 2・3 

国際キャリア（英語）ゼミナール（Ⅰ・Ⅱ・

Ⅲ・Ⅳ） 
4 ○ 1～ 

国際キャリア（中国語）ゼミナール（Ⅰ・Ⅱ・

Ⅲ・Ⅳ） 
4 ○ 1～ 

演習科

目 

専門ゼミナールⅠ 4 ◎ 2～ 必修  

専門ゼミナールⅡ 4 ◎ 3～ 

卒業研究ゼミナール 4 ◎ 4 

専門ゼミナールA・B・C 4 ○ 2～   

フィールド・実習ゼミナールⅠ 4 ○ 2～ 

フィールド・実習ゼミナールⅡ 4 ○ 2～ 

フィールド・実習ゼミナールⅢ 4 ○ 2～ 

関連科

目 

経営学概論 4 ○ 2～ 

企業会計論 2 ○ 1～ 

簿記 2 ○ 2～ 

戦略経営論 2 ○ 2～ 

市場戦略論A（マーケティング論） 2 ○ 2～ 

市場戦略論B（競争戦略論） 2 ○ 2～ 

中小企業論 2 ○ 2～ 

質的調査法 2 ○ 2～ 

商業と流通 2 ○ 2～ 

専門教育科目 最低必要単位 必修 14単位 

選択必修 28単位 

選択 18単位 計 60単位 
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別表第 2－3 

企業情報学部 企業情報学科 専門教育科目表 

（注） ◎必修科目 ○選択科目 

系列 授業科目 単位 必・選 年次 備考（卒業所要

単位数） 

専門基礎 経営学概論 4 登録必修 2～ 4単位選

択必修 

教養科

目・専

門教育

科目か

ら23単

位選択 

情報学概論Ⅰ 2 登録必修 1～ 

情報学概論Ⅱ 2 登録必修 2～ 

デザイン概論 4 登録必修 1～ 

専門共通科

目 

経済学概論 2 ○ 2～ 12単位

選択必

修 

質的調査法 2 ○ 2～ 

インターネット・ビジネス論 2 ○ 2～ 

オペレーションズ・マネジメント論 2 ○ 1～ 

ネットワーク社会論 2 ○ 2～ 

離散数学 2 ○ 1～ 

情報数学 2 ○ 2～ 

統計学 2 ○ 2～ 

情報処理概論 2 ○ 2～ 

基礎プログラミング 4 ○ 1～ 

ソフトウェア開発論 4 ○ 2～ 

デザイン科学 2 ○ 2～ 

地域情報メディア論 2 ○ 1～ 

クラス

ター科

目 

経営 地域イノベーション論 2 ○ 2～ 16単位

選択必

修 

経営情報システム論 2 ○ 2～ 

人的資源管理論 2 ○ 2～ 

簿記 2 ○ 1～ 

戦略経営論 2 ○ 2～ 

市場戦略論A（マーケティング論） 2 ○ 2～ 

市場戦略論B（競争戦略論） 2 ○ 2～ 

中小企業論 2 ○ 2～ 

商業と流通 2 ○ 2～ 

企業会計論 2 ○ 1～ 

情報 アルゴリズムとデータ構造 4 ○ 2～ 

アルゴリズムとデータ構造A 2 ○ 2～ 

アルゴリズムとデータ構造B 2 ○ 2～ 

コンピュータアーキテクチャ 2 ○ 2～ 

ネットワーク構築論 2 ○ 2～ 

データベース論 4 ○ 2～ 

データベース論A 2 ○ 2～ 
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データベース論B 2 ○ 2～ 

データサイエンス論 2 ○ 2～ 

情報セキュリティ 2 ○ 2～ 

応用プログラミング 4 ○ 2～ 

プログラミング言語論 2 ○ 2～ 

オペレーティングシステム 2 ○ 2～ 

ネットワークプログラミング 2 ○ 2～ 

デザ

イン 

メディアプランニング論 2 ○ 1～ 

情報通信文化論 2 ○ 1～ 

マルチメディア論 2 ○ 1～ 

コンピュータグラフィックス 2 ○ 2～ 

コンピュータビジョン 2 ○ 2～ 

画像処理論 2 ○ 2～ 

デジタル映像表現 2 ○ 1～ 

情報デザイン 2 ○ 2～ 

プロダクトデザイン 2 ○ 2～ 

色彩学 2 ○ 2～ 

職業観養成

科目 

職業選択と生き方 2 登録必修 1 6単位選

択必修 情報と職業 2 ○ 2～ 

キャリアデザイン論 2 ○ 2・3 

職業観養成特別講義A 2 ○ 2～ 

若者と労働 2 ○ 2～ 

インターンシップ（Ⅰ・Ⅱ） 4 ○ 3～ 

公務員特別コースゼミナール（Ⅰ・Ⅱ） 4 ○ 2・3 

国際キャリア（英語）ゼミナール（Ⅰ・

Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ） 
4 ○ 1～ 

国際キャリア（中国語）ゼミナール（Ⅰ・

Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ） 
4 ○ 1～ 

プロジェク

ト型科目 

プロジェクト研究Ⅰ 8 ◎ 2～ 24単位

必修 プロジェクト研究Ⅱ 8 ◎ 3～ 

プロジェクト研究Ⅲ 8 ◎ 4 

プロジェクト研究A・B・C 8 ○ 2～  

卒業研究 8 ○ 4 

関連科目 政治学概論 2 ○ 2～ 

行政法 2 ○ 2～ 

地方自治論 2 ○ 2～ 

知的財産権 2 ○ 2～ 

環境マネジメント論 2 ○ 2～ 

専門教育科目 最低必要単位 必修 24(24)単位 
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選択必修 38(38)単位 

計 62(62)単位 

 

別表第 2－4 

地域経営学部 地域経営学科 専門教育科目表 

（注） ◎必修科目 ○選択科目 

系列 科目名 
単

位 

必 

・ 

選 

年次 
備考 

（卒業所要単位数） 

専
門
科
目
群 

専
門
基
礎

科
目 

経済学概論 ４ ◎ 1～ 

12単位必修 

専
門
科
目
群
の
中
か
ら
6
単
位
選
択 

社会学概論 ４ ◎ 1～ 

経営学概論 ４ ◎ 2～ 

専
門
基
幹
科
目 

経
営
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
領
域 

戦略経営論 ２ ◎ 2～ 
２単位

必修 

22
単
位
選
択
必
修
※ 

競争戦略論 ２ 〇 2～  

色彩科学 ２ 〇 2～  

プロダクトデザイン ２ 〇 2～  

情報デザイン ２ 〇 2～  

産業とソフトウェア ２ 〇 2～  

地域情報メディア論 ２ 〇 2～  

マーケティング論 ２ 〇 2～  

ビジネスと CG ２ 〇 2～  

観光と地域ビジネス ２ 〇 2～  

eコマース論 ２ 〇 2～  

産業と画像 ２ 〇 3～  

アプリビジネス論 ２ 〇 3～  

デザインマネジメント ２ 〇 3～  

商業と流通 ２ 〇 3～  

  組
織
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
領
域 

人的資源管理論 ２ ◎ 2～ 
２単位

必修 

  

  簿記 ２ 〇 2～   

  経営情報論 ２ 〇 2～   

  データベース論 ２ 〇 2～   

  データサイエンス論 ２ 〇 2～   

  経営組織論 ２ 〇 2～   

  中小企業論 ２ 〇 2～   

  男女共生の地域づくり ２ 〇 2～   

  財務会計論 ２ 〇 2～   

  非営利組織論 ２ 〇 3～   
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  雇用関係論 ２ 〇 3～   

  CSR ２ 〇 3～   

  環
境
ツ―

リ
ズ
ム
領
域 

観光経営論 ２ ◎ 2～ 
２単位

必修 

  

  観光学 ２ 〇 2～    

  観光事業論 ２ 〇 2～    

  地理学 ２ 〇 2～    

  自然エネルギー論 ２ 〇 2～    

  地域環境論 ２ 〇 2～    

  環境教育論 ２ 〇 2～    

  環境社会学 ２ 〇 2～    

  観光地理学 ２ 〇 2～    

  持続可能な地域づくり論 ２ 〇 2～    

  景観計画論 ２ 〇 2～    

  自然調査演習 ４ 〇 2～    

  里山再生論 ２ 〇 3～    

  景観アセスメント論 ２ 〇 3～    

  保全生態学 ２ 〇 3～    

  地
域
公
共
政
策
領
域 

地域社会学 ２ ◎ 2～ 
２単位

必修 

  

  国際社会学 ２ 〇 2～    

  地方自治論 ２ 〇 2～    

  地域イノベーション論 ２ 〇 2～    

  コミュニティ・デザイン論 ２ 〇 2～    

  環境政策論 ２ 〇 2～    

  行政学 ２ 〇 2～    

  地方財政論 ２ 〇 2～    

  地域交通論 ２ 〇 2～    

  地域経済学 ２ 〇 2～    

  地産地消論 ２ 〇 3～    

  公共政策論 ２ 〇 3～    

  都市計画論 ２ 〇 3～    

  観光政策論 ２ 〇 3～    

 調
査
・
分
析
系
科
目 

社会調査論 ４ ◎ 1～ ４単位必修  

 社会統計法 ２ 〇 2～ ２単位選択必

修 

 

 統計学 ２ 〇 2～  

 社会調査法 ２ 〇 2～  

 統計解析法 ２ 〇 2～  

 多変量解析 ２ 〇 2～  
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 質的調査法 ２ 〇 2～  

 地域調査演習 ４ 〇 3～  

   組織調査演習 ４ 〇 3～    

 プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
・ 

ゼ
ミ
ナ
ー
ル
科
目 

課題探求ゼミナールⅠ ４ ◎ 1 32単位選択

必修 

 

 課題探求ゼミナールⅡ ４ ◎ 1  

 プロジェクト研究Ⅰ ８ ◎ 2  

 プロジェクト研究Ⅱ ８ ◎ 3  

 卒業研究 ８ ◎ 4  

 キ
ャ
リ
ア 

科
目 

職業選択と生き方 ２ 〇 1～ ４単位選択必

修 

 

 キャリアデザイン論 ２ 〇 2～  

 若者と労働 ２ 〇 2～  

 地域社会と生き方演習 ４ 〇 2・3  

専門科目群 最低必要単位数 

必修        ５６単位 

選択必修      ２８単位 

選択         ６単位                          

計９０単位 

※専門基幹科目で修得する 30単位の内訳は、経営イノベーションコースは、「経営イノベーション領

域」「組織マネジメント領域」から 20単位、「環境ツーリズム領域」「地域公共政策領域」から 10単

位、また、地域サステイナビリティコースは、「環境ツーリズム領域」「地域公共政策領域」から 20単

位、「経営イノベーション領域」「組織マネジメント領域」から 10単位とする。   
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別表第 2－5 

共創情報科学部 共創情報科学科 専門教育科目表 

（注） ◎必修科目 ○選択科目 

系列 科目名 
単

位 

必 

・ 

選 

年次 

備考 

（卒業所要 

単位数） 

専
門
科
目
群 

専
門
基
礎
科
目 

共
創
シ
ス
テ
ム 

共創情報科学概論 ２ ◎ 1～ 10
単
位
必
修
・
８
単
位
選
択
必
修 

注
１ 

専

門

科

目

群

か

ら

選

択

44

単

位 

人工知能概論 ２ ◎ 2～ 

自然環境評価論 ２ ◎ 2～ 

技術者倫理 ２ ◎ 3～ 

社会心理学 ２ 〇 1～ 

共創情報科学基礎演習 ２ ◎ 1～ 

共創情報科学演習 

（ものづくり実験） 
２ 〇 2～ 

共創情報科学演習（ＵＸ） ２ 〇 2～ 

共創情報科学演習（ＧＸ実験） ２ 〇 2～ 

コンピュータのための心理学 ２ 〇 2～ 

感性マネジメント ２ 〇 2～ 

行動科学とデータ ２ 〇 2～ 

数理意思決定論 ２ 〇 2～ 

アントレプレナーシップ実習 ２ 〇 2～ 

キャリアデザイン ２ 〇 2～ 

マーケティング・リサーチ ２ 〇 3～ 

インターンシップ ２ 〇 3～ 

イノベーション創造演習 ２ 〇 3～ 

知的財産権論 ２ 〇 3～ 

社会人力 ２ 〇 3～ 

数
学
・
物
理 

線形代数学 ２ ◎ 1～ ４ 単

位 

必修 

微分積分学 
２ ◎ 2～ 

物理学 ２ 〇 1～  

２ 単

位 

選択 

必修 

確率統計 ２ 〇 2～ 

計画数学 ２ 〇 2～ 

離散数学 ２ 〇 2～ 

応用数学 ２ 〇 2～ 

動的システム論 ２ 〇 3～  

ファジィ理論 ２ 〇 3～  
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 知

能
基
礎 

コンピュータサイエンス ２ ◎ 1～ 

２単

位 

必修 

電気電子回路 ２ 〇 1～ 

2単位 

選択 

必修 

注２ 

人工知能のための物理学 ２ 〇 1～ 

人工知能演習 ２ 〇 2～ 

コンピュータシステム ２ 〇 2～ 

コンピュータシステム演習 ２ 〇 2～ 

アルゴリズムとデータ構造 ２ 〇 3～ 

記号倫理学 ２ 〇 3～ 

 
 デ

ザ
イ
ン
基
礎 

ＨＣＤ概論 ２ ◎ 1～ 

２単

位 

必修 

情報デザイン基礎 ２ 〇 1～ 

２ 単

位 

選択 

必修 

注２ 

統合デザイン演習 ２ 〇 1～2 

デザイン史 ２ 〇 1～ 

発想法 ２ 〇 1～ 

３Ｄモデリング基礎 ２ 〇 1～ 

造形論 ２ 〇 2～ 

色彩論 ２ 〇 2～ 

機能デザイン ２ 〇 2～ 

人間工学 ２ 〇 3～ 

 環
境
基
礎  

 
生物多様性概論 ２ ◎ 1～ 

２ 単

位 

必修 

自然環境概論 ２ 〇 1～ 

２ 単

位 

選択 

必修 

注２ 

持続可能性科学 ２ 〇 1～ 

地理情報システム ２ 〇 2～ 

環境工学 ２ 〇 2～ 

統計解析法 ２ 〇 2～ 

スマート農業概論 ２ 〇 2～ 

環境経済 ２ 〇 2～ 

環境マネジメント論 ２ 〇 3～ 

気候変動適応論 ２ 〇 3～ 

流域環境学 ２ 〇 3～ 

 
 専

門
基
幹

科
目 

知
能
科
学 

情報ネットワーク ２ 〇 2～ ２ 単

位 

選択 

  

センシング技術 ２ 〇 2～   

深層学習Ⅰ ２ 〇 2～   
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パターン認識とメディア処理 ２ 〇 3～ 必修 

注２ 

  

数値計算法 ２ 〇 3～   

深層学習Ⅱ ２ 〇 3～   

情報セキュリティ ２ 〇 3～   

サイバーフィジカルシステム ２ 〇 3～   

デ
ザ
イ
ン
科
学  

 

情報デザイン ２ 〇 1～ 

2単位 

選択 

必修 

注２ ,

注３ 

  

ＵＩ／ＵＸデザイン ２ 〇 2～   

情報デザイン演習 ２ 〇 2～   

サービスデザイン ２ 〇 2～   

デザインマネジメント ２ 〇 3～   

デザイン特別演習Ｉ ２ 〇 3～   

デザインエンジニアリング ２ 〇 3～   

デザインシンキング ２ 〇 3～   

プロモーション計画論 ２ 〇 3～   

デザイン特別演習Ⅱ ２ 〇 3～   

環
境
科
学 

フィールド研究計画法 ２ 〇 2～ 

２ 単

位 

選択 

必修 

 

  

環境センシング演習 ２ 〇 2～   

森林環境学 ２ 〇 2～   

生物環境気象学 ２ 〇 2～   

資源循環論 ２ 〇 3～   

環境社会学 ２ 〇 3～   

野生動物管理学 ２ 〇 3～   

地形学 ２ 〇 3～   

自然環境情報学 ２ 〇 3～   
 

地
域
連
携 

地域共創演習Ｉ ２ ◎ ３ ４ 単

位 

必修 

  

地域共創演習Ⅱ ２ ◎ ３   

 
 研

究 

卒業研究Ｉ ４ ◎ ４ ８ 単

位 

必修 

  

卒業研究Ⅱ ４ ◎ ４ 
  

専門科目群 最低必要単位数 

必修           ３２単位 

選択必修         ２６単位 

選択           ３８単位                                  

計９６単位 

注 1 6単位選択必修の内、「共創情報科学演習」から 2単位選択必修とする。 

注 2 知能コースは「知能基礎」から 6単位（2単位必修、4単位選択必修）、「知能科学」から 6単位選

択必修、デザインコースは「デザイン基礎」から 6単位（2単位必修、4単位選択必修）、「デザイン

科学」から 6単位選択必修、環境コースは「環境基礎」から 6単位（2単位必修、4単位選択必

修）、「環境科学」から 6単位選択必修とする。 
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注 3 知能コース、環境コースは「情報デザイン演習」「デザイン特別演習Ｉ」「デザイン特別演習Ⅱ」

を履修できない。 

 

別表第3-1-1 

教育職員免許法施行規則第66条の６に定める科目 

環境ツーリズム学部：中学校教諭一種免許状・高等学校教諭一種免許状 

免許法施行規則に定める科目及び単位数 左記に対応する本学開設授業科目 

科目 単位数 授業科目 単位 履修基準 取得年次 

日本国憲法 2 憲法 2 ◎ 1～ 

体育 2 スポーツ実技Ⅰ 1 ◎ 1～ 

スポーツ実技Ⅱ 1 ◎ 1～ 

外国語コミュニケーション 2 基礎英語Ⅰ 2 1科目以上 

2単位◎ 

1～ 

基礎英語Ⅱ 2 1～ 

英語（会話）Ⅰ 1 1～ 

英語（会話）Ⅱ 1 1～ 

英語（会話）Ⅲ 1 1～ 

英語（会話）Ⅳ 1 1～ 

英語（会話）Ⅴ 1 2～ 

英語（会話）Ⅵ 1 2～ 

ドイツ語Ⅰ 2 1～ 

中国語Ⅰ 2 1～ 

韓国語Ⅰ 2 1～ 

数理、データ活用及び人工知能に関

する科目 
2 データサイエンス概論 2 ◎ 1 
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別表第3-1-2 

教育職員免許法施行規則第66条の６に定める科目 

企業情報学部：高等学校教諭一種免許状 

免許法施行規則に定める科目及び単位数 左記に対応する本学開設授業科目 

科目 単位数 授業科目 単位 履修基準 取得年次 

日本国憲法 2 憲法 2 ◎ 1～ 

体育 2 スポーツ実技Ⅰ 1 ◎ 1～ 

スポーツ実技Ⅱ 1 ◎ 1～ 

外国語コミュニケーション 2 基礎英語Ⅰ 2 1科目以上2

単位◎ 

1～ 

基礎英語Ⅱ 2 1～ 

英語（会話）Ⅰ 1 1～ 

英語（会話）Ⅱ 1 1～ 

英語（会話）Ⅲ 1 1～ 

英語（会話）Ⅳ 1 1～ 

英語（会話）Ⅴ 1 2～ 

英語（会話）Ⅵ 1 2～ 

ドイツ語Ⅰ 2 1～ 

中国語Ⅰ 2 1～ 

韓国語Ⅰ 2 1～ 

数理、データ活用及び人工知能に

関する科目 
2 データサイエンス概論 2 ◎ 1 
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別表第 3-2-1 

教育職員免許法施行規則第66条の６に定める科目 

社会福祉学部：中学校教諭一種免許状・高等学校教諭一種免許状 

免許法施行規則に定める科目及び単位数 左記に対応する本学開設授業科目 

科目 単位数 授業科目 単位 履修基準 取得年次 

日本国憲法 2 憲法 2 ◎ 1～ 

体育 2 
スポーツ実技Ⅰ 1 ◎ 1～ 

スポーツ実技Ⅱ 1 ◎ 1～ 

外国語コミュニケーション 2 Integrated EnglishＩ 2 ◎ 1～ 

数理、データ活用及び人口知能に

関する科目 
2 データサイエンス概論 2 ◎ 1～ 

 

別表第 3-2-2 

教育職員免許法施行規則第66条の６に定める科目 

地域経営学部：中学校教諭一種免許状・高等学校教諭一種免許状 

免許法施行規則に定める科目及び単位数 左記に対応する本学開設授業科目 

科目 単位数 授業科目 単位 履修基準 取得年次 

日本国憲法 2 憲法 2 ◎ 1～ 

体育 2 
スポーツ実技Ⅰ 1 ◎ 1～ 

スポーツ実技Ⅱ 1 ◎ 1～ 

外国語コミュニケーション 2 Integrated EnglishＩ 2 ◎ 1～ 

数理、データ活用及び人口知能に

関する科目 
2 データサイエンス概論 2 ◎ 1 

 

別表第 3-2-3 

教育職員免許法施行規則第66条の６に定める科目 

共創情報科学部：高等学校教諭一種免許状 

免許法施行規則に定める科目及び単位数 左記に対応する本学開設授業科目 

科目 単位数 授業科目 単位 履修基準 取得年次 

日本国憲法 2 憲法 2 ◎ 1～ 

体育 2 
スポーツ実技Ⅰ 1 ◎ 1～ 

スポーツ実技Ⅱ 1 ◎ 1～ 

外国語コミュニケーション 2 Integrated EnglishＩ 2 ◎ 1～ 

数理、データ活用及び人口知能に

関する科目 
2 データサイエンス概論 2 ◎ 1～ 
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別表第 3-3 

環境ツーリズム学部：中学校教諭一種免許状（社会） 

教科及び教科の指導法に関する科目（最低所要単位数：34単位） 

◎必修科目 ○選択科目 

免許法令による科目群 免許法令

による単

位数 

本学開講科目による履修基準 必要単

位数 

必 要 単

位数 科目 単位 履修基

準 

取得年

次 

教科

及び

教科

の指

導法

に関

する

科目 

教科

に関

する

専門

的事

項 

日本史及び

外国史 

1以上 日本史概論 2 ◎ 2～ 最低修

得単位

28単位

（必修

を含

む） 

ただ

し、本

学では

34単位 

大学が

独自に

設定す

る科目

から4単

位 

日本史 2 ○ 1～ 

東洋史概論 2 ◎ 2～ 

東洋史 2 ○ 1～ 

西洋史概論 2 ◎ 2～ 

西洋史 2 ○ 1～ 

社会思想史 2 ○ 1～ 

歴史の見方 2 ○ 1～ 

地理学（地

誌を含む） 

1以上 地理学概論 2 ◎ 2～ 

地理学 2 ◎ 1～ 

地誌概論 2 ◎ 2～ 

地誌 2 ○ 1～ 

観光文化論 2 ○ 2～ 

「法律学、

政治学」 

1以上 法学 2 ◎ 1～ 

地方自治論 2 ○ 2～ 

政治学概論 2 ◎ 1～ 

行政法 2 ○ 1～ 

「社会学、

経済学」 

1以上 地域社会学 2 ○ 1～ 

地域環境概論 2 ○ 1～ 

社会調査論 4 ○ 1～ 

まちづくりの社会学 2 ◎ 1～ 

経済学概論 2 ◎ 2～ 

国際社会学 2 ○ 1～ 

地域政策と地域づくり 2 ○ 1～ 

持続可能な地域経済 2 ○ 2～ 

「哲学、倫

理学、宗教

学」 

1以上 哲学概論 2 ◎ 2～ 

哲学 2 ○ 1～ 

倫理学概論 2 ◎ 2～ 

倫理学 2 ○ 1～ 

各教科の指導法

（情報機器及び教

材の活用を含

8以上 社会科指導法基礎☆ 2 ◎ 1 

社会科・地歴科教育法A☆ 2 ◎ 2～ 

社会科・地歴科教育法B☆ 2 ◎ 2～ 
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む。） 社会科・公民科教育法A☆ 2 ◎ 2～ 

社会科・公民科教育法B☆ 2 ◎ 2～ 

☆は卒業単位として算入されない科目 

備考 「各教科の指導法（情報機器及び教材の活用を含む。）」については、社会福祉学部及び環境

ツーリズム学部に共通に置くこととする。 

 

別表第 3-4 

環境ツーリズム学部：高等学校教諭一種免許状（公民） 

教科及び教科の指導法に関する科目（最低所要単位数：24単位） 

（注） ◎必修科目 ○選択科目 

免許法令による科目群 免許法令

による単

位数 

本学開講科目による履修基準 必要単

位数 

必要単

位数 科目 単位 履修基

準 

取得年

次 

教科

及び

教科

の指

導法

に関

する

科目 

教科

に関

する

専門

的事

項 

法律学（国

際法を含

む）、政治

学（国際政

治を含む） 

1以上 法学 2 ◎ 1～ 最低修

得所要

単位24

単位

（必修

を含

む） 

大学が

独自に

設定す

る科目

から12

単位 

民法 2 ◎ 1～ 

地方自治論 2 ○ 2～ 

政治学概論 2 ○ 1～ 

行政学 2 ○ 2～ 

「社会学、

経済学（国

際経済を含

む）」 

1以上 地域社会学 2 ○ 1～ 

地域環境概論 2 ○ 1～ 

社会調査論 4 ○ 1～ 

まちづくりの社会学 2 ◎ 1～ 

経済学概論 2 ◎ 2～ 

国際社会学 2 ○ 1～ 

地域政策と地域づくり 2 ○ 1～ 

持続可能な地域経済 2 ○ 2～ 

「哲学、倫

理学、宗教

学、心理

学」 

1以上 哲学概論 2 ◎ 2～ 

哲学 2 ○ 1～ 

倫理学概論 2 ◎ 2～ 

倫理学 2 ○ 1～ 

心理学 2 ○ 1～ 

各教科の指導法

（情報機器及び教

材の活用を含

む。） 

4以上 
社会科・公民科教育法A☆ 2 ◎ 2～ 

社会科・公民科教育法B☆ 2 ◎ 2～ 

☆は卒業単位として算入されない科目 

備考 「各教科の指導法（情報機器及び教材の活用を含む。）」については、社会福祉学部及び環境

ツーリズム学部に共通に置くこととする。 
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別表第 3-5 

環境ツーリズム学部：高校教諭一種免許状（地理歴史） 

教科及び教科の指導法に関する科目（最低所要単位数：24単位） 

（注） ◎必修科目 ○選択科目 

免許法令による科目群 免許法令

による単

位数 

本学開講科目による履修基準 必要単

位数 

必要単

位数 科目 単位 履修

基準 

取得

年次 

教科

及び

教科

の指

導法

に関

する

科目 

教科

に関

する

専門

的事

項 

日本史 1以上 日本史概論 2 ◎ 2～ 最低修

得単位

24単位

（必修

を含

む） 

大学が

独自に

設定す

る科目

から12

単位 

日本史 2 ○ 1～ 

歴史の見方 2 ○ 1～ 

外国史 1以上 東洋史概論 2 ◎ 2～ 

東洋史 2 ○ 1～ 

西洋史概論 2 ◎ 2～ 

西洋史 2 ○ 1～ 

社会思想史 2 ○ 1～ 

東アジア社会論 2 ○ 2～ 

人文地理学・

自然地理学 

1以上 地理学 2 ◎ 1～ 

地理学概論 2 〇 2～ 

観光文化論 2 〇 2～ 

地誌 1以上 地誌 2 〇 1～ 

地誌概論 2 ◎ 2～ 

各教科の指導法（情

報機器及び教材の活

用を含む。） 

4以上 
社会科・地歴科教育法A☆ 2 ◎ 2～ 

社会科・地歴科教育法B☆ 2 ◎ 2～ 

☆は卒業単位として算入されない科目 

備考 「各教科の指導法（情報機器及び教材の活用を含む。）」については、社会福祉学部並びに地

域経営学部及び環境ツーリズム学部に共通に置くこととする。 
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別表第 3-6 

企業情報学部：高等学校教諭一種免許状（情報） 

教科及び教科の指導法に関する科目（最低所要単位数：24単位） 

（注） ◎必修科目 ○選択科目 

免許法令による科目群 免許法令

による単

位数 

本学開講科目による履修基準 必要単

位数 

必 要

単 位

数 

科目 単位 履 修

基準 

取 得

年次 

教 科

及 び

教 科

の 指

導 法

に 関

す る

科目 

教科に関

する専門

的事項 

情報社会（職業に

関する内容を含

む。）・情報倫理 

1以上 
ネットワーク社会論 2 ◎ 2～ 

最低修

得単位

24単位

（必修

を 含

む） 

大 学

が 独

自 に

設 定

す る

科 目

か ら

12 単

位 

情報と職業 2 ◎ 2～ 

コンピュータ・

情報処理 

1以上 情報処理概論 2 ◎ 2～ 

オペレーティングシステム 2 ○ 2～ 

アルゴリズムとデータ構造 4 ○ 2～ 

コンピュータアーキテクチャ 2 ○ 2～ 

ソフトウェア開発論 4 ○ 1～ 

情報数学 2 ○ 2～ 

基礎プログラミング 4 1科目 

◎ 

1 

応用プログラミング 4 2 

情報システム 1以上 データベース論 4 ◎ 2～ 

経営情報システム論 2 ○ 2～ 

情報セキュリティ 2 ○ 1～ 

情報通信ネット

ワーク 

1以上 ネットワーク構築論 2 ◎ 2～ 

インターネット・ビジネス論 2 ○ 2～ 

ネットワークプログラミング 2 ○ 2～ 

マルチメディア

表現・マルチメ

ディア技術 

1以上 マルチメディア論 2 ◎ 1～ 

情報デザイン 2 ◎ 2～ 

色彩学 2 ○ 2～ 

コンピュータグラフィックス 2 ○ 2～ 

画像処理論 2 ○ 2～ 

コマーシャルデザイン 2 ○ 1～ 

デジタル映像表現 2 ○ 1～ 

各教科の指導法（情報機器

及び教材の活用を含む。） 

4以上 情報科教育法Ⅰ☆ 2 ◎ 2～ 

情報科教育法Ⅱ☆ 2 ◎ 2～ 

☆は卒業単位として算入されない科目 
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別表第 3-7 

社会福祉学部：中学校教諭一種免許状（社会） 

教科及び教科の指導法に関する科目（最低所要単位数：32単位） 

（注） ◎必修科目 ○選択科目 

免許法令による科目

群 

免許法令

による単

位数 

本学開講科目による履修基準 必要単

位数 

必要

単位

数 

科目 単位 履修基

準 

取得年

次 

教科

及び

教科

の指

導法

に関

する

科目 

教科

に関

する

専門

的事

項 

日本史・

外国史 

1以上 日本史概論 2 ◎ 1～2 最低修

得単位

28単位

（必修

を含

む） 

ただ

し、本

学では

32単位 

大学

が独

自に

設定

する

科目

から4

単位 

東洋史概論 2 ◎ 1～2 

西洋史概論 2 ◎ 1～2 

社会思想史 2 ○ 1～2 

信州地域史 2 ○ 1～ 

歴史の見方 2 ○ 3～ 

地理学

（地誌を

含む） 

1以上 地理学概論 2 ◎ 2～ 

地誌概論 2 ◎ 1～2 

「法律

学、政治

学」 

1以上 法学 2 ◎ 1～2 

地方自治論 2 ○ 2～ 

政治学概論 2 ◎ 1～2 

権利擁護を支える法制度 2 ○ 3～ 

刑事司法と福祉 2 ○ 3～ 

「社会

学、経済

学」 

1以上 社会学と社会システム 2 ◎ 1～ 

福祉の仕事 2 ○ 1 

社会福祉の視点と方法 2 ○ 1 

経済学概論 2 ◎ 2～ 

地域福祉と包括的支援体制Ⅰ 2 ○ 2～ 

「哲学、

倫理学、

宗教学」 

1以上 哲学概論 2 ◎ 1～2 

現代社会と哲学 2 ○ 1～2 

倫理学概論 2 ◎ 1～2 

現代社会と倫理学 2 ○ 1～2 

各教科の指導

法（情報機器

及び教材の活

用を含む。） 

8以上 社会科指導法基礎☆ 2 ◎ 1 

社会科・地歴科教育法A☆ 2 ◎ 2～3 

社会科・地歴科教育法B☆ 2 ◎ 2～3 

社会科・公民科教育法A☆ 2 ◎ 2～3 

社会科・公民科教育法B☆ 2 ◎ 2～3 

☆は卒業単位として算入されない科目 

備考 「各教科の指導法（情報機器及び教材の活用を含む。）」については、社会福祉学部並びに地域経

営学部及び環境ツーリズム学部に共通に置くこととする。 
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別表第 3-8 

社会福祉学部：高等学校教諭一種免許状（公民） 

教科及び教科の指導法に関する科目（最低所要単位数：24単位） 

（注） ◎必修科目 ○選択科目 

免許法令による科目群 免許法令

による単

位数 

本学開講科目による履修基準 必要単

位数 

必要

単位

数 

科目 単位 履修基

準 

取得年

次 

教科

及び

教科

の指

導法

に関

する

科目 

教科

に関

する

専門

的事

項 

法律学（国際

法を含む）、

政治学（国際

政治を含む） 

1以上 法学 2 ◎ 1～2 最低修

得単位

24単位

（必修

を含

む） 

大学

が独

自に

設定

する

科目

から

12単

位 

地方自治論 2 ○ 2～ 

政治学概論 2 ◎ 1～2 

権利擁護を支える法制度 2 ○ 3～ 

刑事司法と福祉 2 ○ 3～ 

「社会学、経

済学（国際経

済を含む）」 

1以上 社会学と社会システム 2 ◎ 1～ 

福祉の仕事 2 ○ 1 

社会福祉の視点と方法 2 ○ 1 

経済学概論 2 ◎ 2～ 

地域福祉と包括的支援体制Ⅰ 2 ○ 2～ 

「哲学、倫理

学、宗教学、

心理学」 

1以上 哲学概論 2 ◎ 1～2 

現代社会と哲学 2 ○ 1～2 

倫理学概論 2 ◎ 1～2 

現代社会と倫理学 2 ○ 1～2 

心理学概論Ⅰ 2 ○ 1～2 

心理学概論Ⅱ 2 ○ 1～2 

各教科の指導法（情

報機器及び教材の活

用を含む。） 

4以上 
社会科・公民科教育法A☆ 2 ◎ 2～3 

社会科・公民科教育法B☆ 2 ◎ 2～3 

☆は卒業単位として算入されない科目 

備考 「各教科の指導法（情報機器及び教材の活用を含む。）」については、社会福祉学部並びに地

域経営学部及び環境ツーリズム学部に共通に置くこととする。 
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別表第 3-9 

社会福祉学部：高校教諭一種免許状（地理歴史） 

教科及び教科の指導法に関する科目（最低所要単位数：24単位） 

（注） ◎必修科目 ○選択科目 

免許法令による科目群 免許法令に

よる単位数 

本学開講科目による履修基準 必要単

位数 

必要

単位

数 

科目 単位 履修基

準 

取得年

次 

最低修

得単位

24単位

（必修

を含

む） 

大学

が独

自に

設定

する

科目

から

12単

位 

教科

及び

教科

の指

導法

に関

する

科目 

教科

に関

する

専門

的事

項 

日本史 1以上 日本史概論 2 ◎ 1～2 

近代日本の歩み 2 ○ 3～ 

信州地域史 2 ○ 1～ 

社会福祉発達史A 2 ◎ 2～ 

歴史の見方 2 ○ 3～ 

外国史 1以上 東洋史概論 2 ◎ 1～2 

日中関係史 2 ○ 3～ 

西洋史概論 2 ◎ 1～2 

社会思想史 2 ○ 1～2 

社会福祉発達史B 2 ○ 2～ 

社会福祉発達史C 2 ○ 3～ 

人文地理

学・自然

地理学 

1以上 

地理学概論 2 ◎ 2～ 

地誌 1以上 地誌概論 2 ◎ 1～2 

各教科の指導法

（情報機器及び

教材の活用を含

む。） 

4以上 
社会科・地歴科教育法A☆ 2 ◎ 2～3 

社会科・地歴科教育法B☆ 2 ◎ 2～3 

☆は卒業単位として算入されない科目 

備考 「各教科の指導法（情報機器及び教材の活用を含む。）」については、社会福祉学部並びに地

域経営学部及び環境ツーリズム学部に共通に置くこととする。 
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別表第3-10 

地域経営学部：中学校教諭一種免許状（社会） 

教科及び教科の指導法に関する科目（最低所要単位数：36単位） 

◎必修科目 ○選択科目 

免許法令による科目

群 

免許法令に

よる単位数 

本学開講科目による履修基準 必要単位

数 

必要単位

数 科目 単位 履修基準 取得年次 

教 科

及 び

教 科

の 指

導 法

に 関

す る

科目 

教 科

に 関

す る

専 門

的 事

項 

日本史・外

国史 

1以上 日本史概論 2 ◎ 1～2 最低修得

単位28単

位（必修

を含む） 

ただし、

本学では

36単位 

大学が独

自に設定

する科目

から 4単

位 

信州地域史 2 ○ 1～ 

歴史の見方 2 ○ 3～ 

東洋史概論 2 ◎ 1～2 

西洋史概論 2 ◎ 1～2 

社会思想史 2 ○ 1～2 

地理学（地

誌を含む） 

1以上 地理学 2 ◎ 2～ 

観光地理学 2 ○ 2～ 

地誌概論 2 ◎ 1～2 

「法律学、

政治学」 

1以上 法学概論 2 ◎ 1～2 

地方自治論 2 ○ 2～ 

政治学概論 2 ◎ 1～2 

行政学 2 ○ 2～ 

「社会学、

経済学」 

1以上 社会学概論 4 ◎ 1～ 

社会調査論 4 ○ 1～ 

経済学概論 4 ◎ 1～ 

持続可能な地域づくり論 2 ○ 2～ 

「哲学、倫

理学、宗教

学」 

1以上 哲学概論 2 ◎ 1～2 

現代社会と哲学 2 ○ 1～2 

倫理学概論 2 ◎ 1～2 

現代社会と倫理学 2 ○ 1～2 

各教科の指導法

（情報機器及び

教材の活用を含

む。） 

8以上 社会科指導法基礎☆ 2 ◎ 1 

社会科・地歴科教育法A☆ 2 ◎ 2～3 

社会科・地歴科教育法B☆ 2 ◎ 2～3 

社会科・公民科教育法A☆ 2 ◎ 2～3 

社会科・公民科教育法B☆ 2 ◎ 2～3 

☆は卒業単位として算入されない科目 

備考 「各教科の指導法（情報機器及び教材の活用を含む。）」については、社会福祉学部並びに地 

域経営学部及び環境ツーリズム学部に共通に置くこととする。 
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別表第3-11 

地域経営学部：高等学校教諭一種免許状（公民） 

教科及び教科の指導法に関する科目（最低所要単位数：24単位） 

（注） ◎必修科目 ○選択科目 

免許法令による科目群 免 許 法

令 に よ

る 単 位

数 

本学開講科目による履修基準 必要単位

数 

必要単位

数 科目 単位 履 修

基準 

取 得

年次 

教 科

及 び

教 科

の 指

導 法

に 関

す る

科目 

教 科

に 関

す る

専 門

的 事

項 

法律学（国

際 法 を 含

む）、政治学

（国際政治

を含む） 

1以上 法学概論 2 ◎ 1～2 最低修得

単位 24単

位（必修を

含む） 

大学が独

自に設定

する科目

から 12単

位 

地方自治論 2 ○ 2～ 

政治学概論 2 ◎ 1～2 

行政学 2 ○ 2～ 

「社会学、

経済学（国

際経済を含

む）」 

1以上 社会学概論 4 ◎ 1～ 

地域社会学 2 ○ 2～ 

社会調査論 4 ○ 1～ 

経済学概論 4 ◎ 1～ 

国際社会学 2 ○ 2～ 

持続可能な地域づくり論 2 ○ 2～ 

地域経済学 2 ○ 2～ 

「哲学、倫

理学、宗教

学、心理学」 

1以上 哲学概論 2 ◎ 1～2 

現代社会と哲学 2 ○ 1～2 

倫理学概論 2 ◎ 1～2 

現代社会と倫理学 2 ○ 1～2 

心理学 2 ○ 1～3 

各教科の指導法

（情報機器及び

教材の活用を含

む。） 

4以上 社会科・公民科教育法A☆ 2 ◎ 2～3 

社会科・公民科教育法B☆ 2 ◎ 2～3 

☆は卒業単位として算入されない科目 

備考 「各教科の指導法（情報機器及び教材の活用を含む。）」については、社会福祉学部及び地域

経営学部に共通に置くこととする。 
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別表第3-12 

地域経営学部：高校教諭一種免許状（地理歴史） 

教科及び教科の指導法に関する科目（最低所要単位数：24単位） 

（注） ◎必修科目 ○選択科目 

免許法令による科目群 免許法令

による単

位数 

本学開講科目による履修基準 必 要 単

位数 

必要単

位数 科目 単位 履 修

基準 

取 得

年次 

教 科

及 び

教 科

の 指

導 法

に 関

す る

科目 

教 科

に 関

す る

専 門

的 事

項 

日本史 1以上 日本史概論 2 ◎ 1～2 最 低 修

得 単 位

24 単 位

（ 必 修

を含む） 

大学が

独自に

設定す

る科目

から12

単位 

近代日本の歩み 2 ○ 3～ 

信州地域史 2 ○ 1～ 

歴史の見方 2 ○ 3～ 

外国史 1以上 東洋史概論 2 ◎ 1～2 

日中関係史 2 ○ 3～ 

西洋史概論 2 ◎ 1～2 

社会思想史 2 ○ 1～2 

人文地理学及

び自然地理学 

1以上 地理学 2 ◎ 2～ 

観光地理学 2 ○ 2～ 

地域環境論 2 ○ 2～ 

環境教育論 2 ○ 2～ 

地誌 1以上 地誌概論 2 ◎ 1～2 

各教科の指導法（情

報機器及び教材の活

用を含む。） 

4以上 社会科・地歴科教育法A☆ 2 ◎ 2～3 

社会科・地歴科教育法B☆ 2 ◎ 2～3 

☆は卒業単位として算入されない科目 

備考 「各教科の指導法（情報機器及び教材の活用を含む。）」については、社会福祉学部及び地域

経営学部に共通に置くこととする。 
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別表第3-13 

共創情報科学部：高等学校教諭一種免許状（数学） 

教科及び教科の指導法に関する科目（最低所要単位数：24単位） 

（注） ◎必修科目 ○選択科目 

免許法令による科目群 免許法令

による単

位数 

本学開講科目による履修基準 必要単

位数 

必要単

位数 科目 単位 履 修

基準 

取 得

年次 

教 科

及 び

教 科

の 指

導 法

に 関

す る

科目 

教 科

に 関

す る

専 門

的 事

項 

代数学 1以上 線形代数学 2 ◎ 1～ 最低修

得単位

24単位

（必修

を 含

む） 

大学が

独自に

設定す

る科目

から 

４単位 

線形代数学概論 2 ○ 1～2 

幾何学 1以上 離散数学 2 ◎ 2～ 

動的システム論 2 ○ 3～ 

パターン認識とメディア処理 2 ○ 3～ 

解析学 1以上 微分積分学 2 ◎ 2～ 

微分積分学概論 2 ○ 1～2 

応用数学 2 ○ 2～ 

確率論、統

計学 

1以上 確率統計基礎 2 ◎ 1～2 

確率統計 2 ○ 2～ 

計画数学 2 ○ 2～ 

コンピュー

タ 

1以上 コンピュータ数学 2 ◎ 1～2 

プログラミング基礎 2 ○ 1～ 

人工知能概論 2 ○ 2～ 

アリゴリズムとデータ構造 2 ○ 3～ 

ファジ理論 2 ○ 3～ 

数値計画法 2 ○ 3～ 

各教科の指導法

（情報機器及び教

材の活用を含む。） 

4以上 数学科教育法A☆ 2 ◎ 1～2 

数学科教育法B☆ 2 ◎ 2～3 

☆は卒業単位として算入されない科目 
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別表第3-14 

共創情報科学部：高等学校教諭一種免許状（情報） 

教科及び教科の指導法に関する科目（最低所要単位数：24単位） 

（注） ◎必修科目 ○選択科目 

免許法令による科目群 免許法令

による単

位数 

本学開講科目による履修基準 必要単

位数 

必要単

位数 科目 単位 履 修

基準 

取 得

年次 

教 科

及 び

教 科

の 指

導 法

に 関

す る

科目 

教 科

に 関

す る

専 門

的 事

項 

情 報 社 会

（職業に関

する内容を

含む。）・情

報倫理 

1以上 コンピュータシステム ２ ◎ 2～ 最低修

得単位

24単位

（必修

を 含

む） 

大学が

独自に

設定す

る科目

から 

12単位 

技術者倫理 2 ◎ 3～ 

コンピュー

タ・情報処

理 

 

 

1以上 プログラミング基礎 2 ◎ 1～ 

コンピュータ数学 2 ◎ 1～2 

人工知能概論 2 ○ 2～ 

コンピュータシステム演習 ２ ○ 2～ 

電気電子回路 2 ○ 1～ 

センシング技術 ２ ○ 2～ 

アルゴリズムとデータ構造 ２ ○ 3～ 

数値計算法 ２ ○ 3～ 

情報システ

ム 

1以上 コンピュータサイエンス ２ ◎ 1～ 

深層学習Ⅰ 2 ○ 2～ 

深層学習Ⅱ 2 ○ 3～ 

情報通信ネ

ットワーク 

1以上 サイバーフィジカルシステム 2 ◎ 3～ 

情報ネットワーク 2 ○ 2～ 

情報セキュリティ 2 ○ 3～ 

マルチメデ

ィア表現・

マルチメデ

ィア技術 

1以上 データビジュアライゼーション  2 ◎ 2～ 

情報デザイン 2 ○ 1～ 

情報デザイン基礎 2 ○ 1～ 

各教科の指導法

（情報機器及び教

材の活用を含む。） 

4以上 情報科教育法A☆ 2 ◎ 2～3 

情報科教育法B☆ 2 ◎ 2～3 

☆は卒業単位として算入されない科目 
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別表第3-15 

環境ツーリズム学部：中学校教諭一種免許状（社会） 

教育の基礎的理解に関する科目、道徳、総合的な学習時間等の指導法及び生徒指導、教育相談に関

する科目、教育実践に関する科目、大学が独自に設定する科目（最低所要単位数：31単位） 

（注） ◎必修科目 ○選択科目 

免許法令による科目群 免許法

令によ

る単位

数 

本学開講科目による履修基準 必 要

単 位

数 

必 要

単 位

数 

科目 単

位 

履

修

基

準 

取 得

年次 

最 低

修 得

単 位

27 単

位（必

修 を

含む） 

た だ

し、本

学 で

は 31

単位 

大 学

が 独

自 に

設 定

す る

科 目

から4

単位 

教育の基礎

的理解に関

する科目 

・教育の理念並びに教育に関する

歴史及び思想 

・教職の意義及び教員の役割・職

務内容（チーム学校運営への対

応を含む。） 

・教育に関する社会的、制度的又

は経営的事項（学校と地域との

連携及び学校安全への対応を含

む。） 

・幼児、児童及び生徒の心身の発

達及び学習の過程 

・特別の支援を必要とする幼児、

児童及び生徒に対する理解 

・教育課程の意義及び編成の方法

（カリキュラム・マネジメント

を含む。） 

10 教育学概論☆ 2 ◎ 1～ 

教育学 2 ○ 1～ 

教職概論☆ 2 ◎ 1～2 

教育制度・経営☆ 2 ◎ 2～ 

教育心理学（教育・学

校心理学） 

2 ◎ 1～ 

特別支援教育概論☆ 2 ◎ 1～ 

教育課程論☆ 2 ◎ 2～ 

道徳、総合的

な学習時間

等の指導法

及び生徒指

導、教育相談

に関する科

・道徳の理論及び指導法 

・総合的な学習の時間の指導法 

・特別活動の指導法 

・教育の方法及び技術（情報機器

及び教材の活用を含む。） 

・情報通信技術を活用した教育の

10 道徳教育の指導法☆ 2 ◎ 2～ 

特別活動及び総合的

な学習の時間の指導

法☆ 

2 ◎ 2～ 

教育の方法及び情報

通信技術を活用した

2 ◎ 2～ 
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目 理論及び方法 

・生徒指導の理論及び方法 

・教育相談（カウンセリングに関

する基礎的な知識を含む。）の理

論及び方法 

・進路指導及びキャリア教育の理

論及び方法 

指導法☆ 

生徒指導論☆ 2 ◎ 3～ 

教育相談の理論と方

法☆ 

2 ◎ 3～ 

進路指導論☆ 2 ◎ 3～ 

教育実践に

関する科目 

・教育実習 5 教育実習指導☆ 1 ◎ 3 

教育実習1☆ 4 ◎ 4 

・教育実践演習 2 教職実践演習☆ 2 ◎ 4 

大学が独自に設定する科目 4 発達障害教育総論☆ 2 ○ 1～  

介護等体験☆ 1 ◎ 2～3 

学校体験活動Ⅰ☆ 1 ○ 1～ 

学校体験活動Ⅱ☆ 1 ○ 2～ 

☆は卒業単位として算入されない科目 

備考 「介護等体験」（１単位）を「大学が独自に設定する科目」として算入することができる。 

教育の基礎的理解に関する科目、道徳、総合的な学習時間等の指導法及び生徒指導、教育相談に

関する科目、教育実践に関する科目については、全学共通に置くこととする。 
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別表第3-16 

環境ツーリズム学部：高校教諭一種免許状（公民） 

教育の基礎的理解に関する科目、道徳、総合的な学習時間等の指導法及び生徒指導、教育相談に関

する科目、教育実践に関する科目、大学が独自に設定する科目（最低所要単位数：27単位） 

（注） ◎必修科目 ○選択科目 

免許法令による科目群 免許法

令によ

る単位

数 

本学開講科目による履修基準 必 要

単 位

数 

必 要

単 位

数 

科目 単

位 

履

修

基

準 

取 得

年次 

最 低

修 得

単 位

23 単

位（必

修 を

含む） 

た だ

し、本

学 で

は 27

単位 

大 学

が 独

自 に

設 定

す る

科 目

か ら

12 単

位 

教育の基礎

的理解に関

する科目 

・教育の理念並びに教育に関する

歴史及び思想 

・教職の意義及び教員の役割・職

務内容（チーム学校運営への対

応を含む。） 

・教育に関する社会的、制度的又

は経営的事項（学校と地域との

連携及び学校安全への対応を含

む。） 

・幼児、児童及び生徒の心身の発

達及び学習の過程 

・特別の支援を必要とする幼児、

児童及び生徒に対する理解 

・教育課程の意義及び編成の方法

（カリキュラム・マネジメント

を含む。） 

10 教育学概論☆ 2 ◎ 1～ 

教育学 2 ○ 1～ 

教職概論☆ 2 ◎ 1～2 

教育制度・経営☆ 2 ◎ 2～ 

教育心理学（教育・学

校心理学） 

2 ◎ 1～ 

特別支援教育概論☆ 2 ◎ 1～ 

教育課程論☆ 2 ◎ 2～ 

道徳、総合的

な学習時間

等の指導法

及び生徒指

導、教育相談

に関する科

・総合的な学習の時間の指導法 

・特別活動の指導法 

・教育の方法及び技術（情報機器

及び教材の活用を含む。） 

・情報通信技術を活用した教育の

理論及び方法 

8 特別活動及び総合的

な学習の時間の指導

法☆ 

2 ◎ 2～ 

教育の方法及び情報

通信技術を活用した

指導法☆ 

2 ◎ 2～ 
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目 ・生徒指導の理論及び方法 

・教育相談（カウンセリングに関

する基礎的な知識を含む。）の理

論及び方法 

・進路指導及びキャリア教育の理

論及び方法 

生徒指導論☆ 2 ◎ 3～ 

教育相談の理論と方

法☆ 

2 ◎ 3～ 

進路指導論☆ 2 ◎ 3～ 

教育実践に

関する科目 

・教育実習 3 教育実習指導☆ 1 ◎ 3 

教育実習2☆ 2 ◎ 4 

・教育実践演習 2 教職実践演習☆ 2 ◎ 4 

大学が独自に設定する科目 12 道徳教育の指導法☆ 2 ○ 2～  

発達障害教育総論☆ 2 ○ 1～ 

学校体験活動Ⅰ☆ 1 ○ 1～ 

学校体験活動Ⅱ☆ 1 ○ 2～ 

☆は卒業単位として算入されない科目 

備考 「道徳教育の指導法」（２単位）を「大学が独自に設定する科目」として算入することができ

る。 

教育の基礎的理解に関する科目、道徳、総合的な学習時間等の指導法及び生徒指導、教育相談に

関する科目、教育実践に関する科目については、全学共通に置くこととする。 
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別表第3-17 

環境ツーリズム学部：高校教諭一種免許状（地理歴史） 

教育の基礎的理解に関する科目、道徳、総合的な学習時間等の指導法及び生徒指導、教育相談に関

する科目、教育実践に関する科目、大学が独自に設定する科目（最低所要単位数：27単位） 

（注） ◎必修科目 ○選択科目 

免許法令による科目群 免許法

令によ

る単位

数 

本学開講科目による履修基準 必 要

単 位

数 

必 要

単 位

数 

科目 単

位 

履

修

基

準 

取 得

年次 

最 低

修 得

単 位

23 単

位（必

修 を

含む） 

た だ

し、本

学 で

は 27

単位 

大 学

が 独

自 に

設 定

す る

科 目

か ら

12 単

位 

教育の基礎

的理解に関

する科目 

・教育の理念並びに教育に関する

歴史及び思想 

・教職の意義及び教員の役割・職

務内容（チーム学校運営への対

応を含む。） 

・教育に関する社会的、制度的又

は経営的事項（学校と地域との

連携及び学校安全への対応を

含む。） 

・幼児、児童及び生徒の心身の発

達及び学習の過程 

・特別の支援を必要とする幼児、

児童及び生徒に対する理解 

・教育課程の意義及び編成の方法

（カリキュラム・マネジメント

を含む。） 

10 教育学概論☆ 2 ◎ 1～ 

教育学 2 ○ 1～ 

教職概論☆ 2 ◎ 1～2 

教育制度・経営☆ 2 ◎ 2～ 

教育心理学（教育・学

校心理学） 

2 ◎ 1～ 

特別支援教育概論☆ 2 ◎ 1～ 

教育課程論☆ 2 ◎ 2～ 

道徳、総合的

な学習時間

等の指導法

及び生徒指

導、教育相談

に関する科

・総合的な学習の時間の指導法 

・特別活動の指導法 

・教育の方法及び技術（情報機器

及び教材の活用を含む。） 

・情報通信技術を活用した教育の

理論及び方法 

8 特別活動及び総合的

な学習の時間の指導

法☆ 

2 ◎ 2～ 

教育の方法及び情報

通信技術を活用した

指導法☆ 

2 ◎ 2～ 
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目 ・生徒指導の理論及び方法 

・教育相談（カウンセリングに関

する基礎的な知識を含む。）の

理論及び方法 

・進路指導及びキャリア教育の理

論及び方法 

生徒指導論☆ 2 ◎ 3～ 

教育相談の理論と方

法☆ 

2 ◎ 3～ 

進路指導論☆ 2 ◎ 3～ 

教育実践に

関する科目 

・教育実習 3 教育実習指導☆ 1 ◎ 3 

教育実習2☆ 2 ◎ 4 

・教育実践演習 2 教職実践演習☆ 2 ◎ 4 

大学が独自に設定する科目 12 道徳教育の指導法☆ 2 ○ 2～  

発達障害教育総論☆ 2 ○ 1～ 

学校体験活動Ⅰ☆ 1 ○ 1～ 

学校体験活動Ⅱ☆ 1 ○ 2～ 

☆ は卒業単位として算入されない科目 

備考 「道徳教育の指導法」（２単位）を「大学が独自に設定する科目」として算入することができ

る。 

教育の基礎的理解に関する科目、道徳、総合的な学習時間等の指導法及び生徒指導、教育相談に

関する科目、教育実践に関する科目については、全学共通に置くこととする。 
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別表第3-18 

企業情報学部：高等学校教諭一種免許状（情報） 

教育の基礎的理解に関する科目、道徳、総合的な学習時間等の指導法及び生徒指導、教育相談に関

する科目、教育実践に関する科目、大学が独自に設定する科目（最低所要単位数：27単位） 

（注） ◎必修科目 ○選択科目 

免許法令による科目群 免許法

令によ

る単位

数 

本学開講科目による履修基準 必 要

単 位

数 

必 要

単 位

数 

科目 単

位 

履

修

基

準 

取 得

年次 

最 低

修 得

単 位

23 単

位（必

修 を

含む） 

た だ

し、本

学 で

は 27

単位 

大 学

が 独

自 に

設 定

す る

科 目

か ら

12 単

位 

教育の基礎

的理解に関

する科目 

・教育の理念並びに教育に関する

歴史及び思想 

・教職の意義及び教員の役割・職

務内容（チーム学校運営への対

応を含む。） 

・教育に関する社会的、制度的又

は経営的事項（学校と地域との

連携及び学校安全への対応を

含む。） 

・幼児、児童及び生徒の心身の発

達及び学習の過程 

・特別の支援を必要とする幼児、

児童及び生徒に対する理解 

・教育課程の意義及び編成の方法

（カリキュラム・マネジメント

を含む。） 

10 教育学概論☆ 2 ◎ 1～ 

教育学 2 ○ 1～ 

教職概論☆ 2 ◎ 1～2 

教育制度・経営☆ 2 ◎ 2～ 

教育心理学（教育・学

校心理学） 

2 ◎ 1～ 

特別支援教育概論☆ 2 ◎ 1～ 

教育課程論☆ 2 ◎ 2～ 

道徳、総合的

な学習時間

等の指導法

及び生徒指

導、教育相談

に関する科

・総合的な学習の時間の指導法 

・特別活動の指導法 

・教育の方法及び技術（情報機器

及び教材の活用を含む。） 

・情報通信技術を活用した教育の

理論及び方法 

8 特別活動及び総合的

な学習の時間の指導

法☆ 

2 ◎ 2～ 

教育の方法及び情報

通信技術を活用した

指導法☆ 

2 ◎ 2～ 
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目 ・生徒指導の理論及び方法 

・教育相談（カウンセリングに関

する基礎的な知識を含む。）の

理論及び方法 

・進路指導及びキャリア教育の理

論及び方法 

生徒指導論☆ 2 ◎ 3～ 

教育相談の理論と方

法☆ 

2 ◎ 3～ 

進路指導論☆ 2 ◎ 3～ 

教育実践に

関する科目 

・教育実習 3 教育実習指導☆ 1 ◎ 3 

教育実習2☆ 2 ◎ 4 

・教育実践演習 2 教職実践演習☆ 2 ◎ 4 

大学が独自に設定する科目 12 道徳教育の指導法☆ 2 ○ 2～  

発達障害教育総論☆ 2 ○ 1～ 

学校体験活動Ⅰ☆ 1 ○ 1～ 

学校体験活動Ⅱ☆ 1 ○ 2～ 

☆は卒業単位として算入されない科目 

備考 「道徳教育の指導法」（２単位）を「大学が独自に設定する科目」として算入することができ

る。 

教育の基礎的理解に関する科目、道徳、総合的な学習時間等の指導法及び生徒指導、教育相談に

関する科目、教育実践に関する科目については、全学共通に置くこととする。 
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別表第３―15 

社会福祉学部：中学校教諭一種免許状（社会） 

教育の基礎的理解に関する科目、道徳、総合的な学習時間等の指導法及び生徒指導、教育相談に関

する科目、教育実践に関する科目、大学が独自に設定する科目（最低所要単位数：31単位） 

（注） ◎必修科目 ○選択科目 

免許法令による科目群 免許法

令によ

る単位

数 

本学開講科目による履修基準 必 要

単 位

数 

必 要

単 位

数 

科目 単

位 

履

修

基

準 

取 得

年次 

最 低

修 得

単 位

27 単

位（必

修 を

含む） 

た だ

し、本

学 で

は 31

単位 

大 学

が 独

自 に

設 定

す る

科 目

から 4

単位 

教育の基礎

的理解に関

する科目 

・教育の理念並びに教育に関する

歴史及び思想 

・教職の意義及び教員の役割・職

務内容（チーム学校運営への対

応を含む。） 

・教育に関する社会的、制度的又

は経営的事項（学校と地域との

連携及び学校安全への対応を含

む。） 

・幼児、児童及び生徒の心身の発

達及び学習の過程 

・特別の支援を必要とする幼児、

児童及び生徒に対する理解 

・教育課程の意義及び編成の方法

（カリキュラム・マネジメント

を含む。） 

10 教育学概論 2 ◎ 1 

教職概論☆ 2 ◎ 1 

教育制度・経営☆ 2 ◎ 2～ 

教育心理学（教育・学

校心理学）☆ 

2 ◎ 1～ 

特別支援教育概論☆ 2 ◎ 1 

教育課程論☆ 2 ◎ 2～ 

道徳、総合的

な学習時間

等の指導法

及び生徒指

導、教育相談

に関する科

・道徳の理論及び指導法 

・総合的な学習の時間の指導法 

・特別活動の指導法 

・教育の方法及び技術（情報機器

及び教材の活用を含む。） 

・情報通信技術を活用した教育の

10 道徳教育の指導法☆ 2 ◎ 2～ 

特別活動及び総合的

な学習の時間の指導

法☆ 

2 ◎ 2～ 

教育の方法及び情報

通信技術を活用した

2 ◎ 2 
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目 理論及び方法 

・生徒指導の理論及び方法 

・教育相談（カウンセリングに関

する基礎的な知識を含む。）の理

論及び方法 

・進路指導及びキャリア教育の理

論及び方法 

指導法☆ 

生徒指導論☆ 2 ◎ 3～ 

教育相談の理論と方

法☆ 

2 ◎ 3～ 

進路指導論☆ 2 ◎ 3～ 

教育実践に

関する科目 

・教育実習 5 教育実習指導☆ 1 ◎ 3 

 教育実習1☆ 4 ◎ 4 

・学校体験活動  学校体験活動Ⅰ☆ 1 ○ 1～ 

 学校体験活動Ⅱ☆ 1 ○ 2～ 

・教育実践演習 2 教職実践演習☆ 2 ◎ 4 

大学が独自に設定する科目 4 介護等体験☆ 1 ◎ 2～3  

発達障害教育総論 2 ○ 1～ 

  教育のユニバーサル

デザインと授業作り 

2 ○   

☆は卒業単位として算入されない科目 

備考 「介護等体験」（１単位）を「大学が独自に設定する科目」として算入することができる。 

教育の基礎的理解に関する科目、道徳、総合的な学習時間等の指導法及び生徒指導、教育相談に

関する科目、教育実践に関する科目については、全学共通に置くこととする。 
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社会福祉学部：高等学校教諭一種免許状（公民） 

教育の基礎的理解に関する科目、道徳、総合的な学習時間等の指導法及び生徒指導、教育相談に関

する科目、教育実践に関する科目、大学が独自に設定する科目（最低所要単位数：27単位） 

（注） ◎必修科目 ○選択科目 

免許法令による科目群 免許法

令によ

る単位

数 

本学開講科目による履修基準 必 要

単 位

数 

必 要

単 位

数 

科目 単

位 

履

修

基

準 

取 得

年次 

最 低

修 得

単 位

23 単

位（必

修 を

含む） 

た だ

し、本

学 で

は 27

単位 

大 学

が 独

自 に

設 定

す る

科 目

か ら

12 単

位 

教育の基礎

的理解に関

する科目 

・教育の理念並びに教育に関する

歴史及び思想 

・教職の意義及び教員の役割・職

務内容（チーム学校運営への対

応を含む。） 

・教育に関する社会的、制度的又

は経営的事項（学校と地域との

連携及び学校安全への対応を含

む。） 

・幼児、児童及び生徒の心身の発

達及び学習の過程 

・特別の支援を必要とする幼児、

児童及び生徒に対する理解 

・教育課程の意義及び編成の方法

（カリキュラム・マネジメント

を含む。） 

10 教育学概論 2 ◎ 1 

教職概論☆ 2 ◎ 1 

教育制度・経営☆ 2 ◎ 2～ 

教育心理学（教育・学

校心理学）☆ 

2 ◎ 1～ 

特別支援教育概論☆ 2 ◎ 1 

教育課程論☆ 2 ◎ 2～ 

道徳、総合的

な学習時間

等の指導法

及び生徒指

導、教育相談

に関する科

目 

・総合的な学習の時間の指導法 

・特別活動の指導法 

・教育の方法及び技術（情報機器

及び教材の活用を含む。） 

・情報通信技術を活用した教育の

理論及び方法 

・生徒指導の理論及び方法 

8 特別活動及び総合的

な学習の時間の指導

法☆ 

2 ◎ 2～ 

教育の方法及び情報

通信技術を活用した

指導法☆ 

2 ◎ 2 

生徒指導論☆ 2 ◎ 3～ 

76 / 101

76



 

・教育相談（カウンセリングに関

する基礎的な知識を含む。）の理

論及び方法 

・進路指導及びキャリア教育の理

論及び方法 

教育相談の理論と方

法☆ 

2 ◎ 3～ 

進路指導論☆ 2 ◎ 3～ 

教育実践に

関する科目 

・教育実習 3 教育実習指導☆ 1 ◎ 3 

 教育実習2☆ 2 ◎ 4 

・学校体験活動  学校体験活動Ⅰ☆ 1 ○ 1～ 

 学校体験活動Ⅱ☆ 1 ○ 2～ 

・教育実践演習 2 教職実践演習☆ 2 ◎ 4 

大学が独自に設定する科目 12 道徳教育の指導法☆ 2 ○ 2～  

発達障害教育総論 2 ○ 1～ 

  教育のユニバーサル

デザインと授業作り 

2 ○ 3～  

☆は卒業単位として算入されない科目 

備考 「道徳教育の指導法」（２単位）を「大学が独自に設定する科目」として算入することができ

る。 

教育の基礎的理解に関する科目、道徳、総合的な学習時間等の指導法及び生徒指導、教育相談に

関する科目、教育実践に関する科目については、全学共通に置くこととする。 
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別表第３―17 

社会福祉学部：高校教諭一種免許状（地理歴史） 

教育の基礎的理解に関する科目、道徳、総合的な学習時間等の指導法及び生徒指導、教育相談に関

する科目、教育実践に関する科目、大学が独自に設定する科目（最低所要単位数：27単位） 

（注） ◎必修科目 ○選択科目 

免許法令による科目群 免許法

令によ

る単位

数 

本学開講科目による履修基準 必 要

単 位

数 

必 要

単 位

数 

科目 単

位 

履

修

基

準 

取 得

年次 

最 低

修 得

単 位

23 単

位（必

修 を

含む） 

た だ

し、本

学 で

は 27

単位 

大 学

が 独

自 に

設 定

す る

科 目

か ら

12 単

位 

教育の基礎

的理解に関

する科目 

・教育の理念並びに教育に関する

歴史及び思想 

・教職の意義及び教員の役割・職

務内容（チーム学校運営への対

応を含む。） 

・教育に関する社会的、制度的又

は経営的事項（学校と地域との

連携及び学校安全への対応を含

む。） 

・幼児、児童及び生徒の心身の発

達及び学習の過程 

・特別の支援を必要とする幼児、

児童及び生徒に対する理解 

・教育課程の意義及び編成の方法

（カリキュラム・マネジメント

を含む。） 

10 教育学概論 2 ◎ 1 

教職概論☆ 2 ◎ 1 

教育制度・経営☆ 2 ◎ 2～ 

教育心理学（教育・学

校心理学）☆ 

2 ◎ 1～ 

特別支援教育概論☆ 2 ◎ 1 

教育課程論☆ 2 ◎ 2～ 

道徳、総合的

な学習時間

等の指導法

及び生徒指

導、教育相談

・総合的な学習の時間の指導法 

・特別活動の指導法 

・教育の方法及び技術（情報機器

及び教材の活用を含む。） 

・情報通信技術を活用した教育の

8 特別活動及び総合的

な学習の時間の指導

法☆ 

2 ◎ 2～ 

教育の方法及び情報

通信技術を活用した

2 ◎ 2 
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に関する科

目 

理論及び方法 

・生徒指導の理論及び方法 

・教育相談（カウンセリングに関

する基礎的な知識を含む。）の理

論及び方法 

・進路指導及びキャリア教育の理

論及び方法 

指導法☆ 

生徒指導論☆ 2 ◎ 3～ 

教育相談の理論と方

法☆ 

2 ◎ 3～ 

進路指導論☆ 2 ◎ 3～ 

教育実践に

関する科目 

・教育実習 3 教育実習指導☆ 1 ◎ 3 

 教育実習2☆ 2 ◎ 4 

・学校体験活動  学校体験活動Ⅰ☆ 1 ○ 1～ 

 学校体験活動Ⅱ☆ 1 ○ 2～ 

・教育実践演習 2 教職実践演習☆ 2 ◎ 4 

大学が独自に設定する科目 12 道徳教育の指導法☆ 2 ○ 2～  

発達障害教育総論 2 ○ 1～ 

教育のユニバーサル

デザインと授業作り 

2 ○ 3～ 

☆ は卒業単位として算入されない科目 

備考 「道徳教育の指導法」（２単位）を「大学が独自に設定する科目」として算入することができ

る。 

教育の基礎的理解に関する科目、道徳、総合的な学習時間等の指導法及び生徒指導、教育相談に

関する科目、教育実践に関する科目については、全学共通に置くこととする。 
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別表第3-18 

地域経営学部：中学校教諭一種免許状（社会） 

教育の基礎的理解に関する科目、道徳、総合的な学習時間等の指導法及び生徒指導、教育相談に関

する科目、教育実践に関する科目、大学が独自に設定する科目（最低所要単位数：31単位） 

（注） ◎必修科目 ○選択科目 

免許法令による科目群 免許法

令によ

る単位

数 

本学開講科目による履修基準 必 要

単 位

数 

必要単

位数 

科目 単

位 

履

修

基

準 

取 得

年次 

最 低

修 得

単 位

27 単

位（必

修 を

含む） 

た だ

し、本

学 で

は 31

単位 

大学が

独自に

設定す

る科目

か ら 4

単位 

教育の基礎

的理解に関

する科目 

・教育の理念並びに教育に関する

歴史及び思想 

・教職の意義及び教員の役割・職

務内容（チーム学校運営への対

応を含む。） 

・教育に関する社会的、制度的又

は経営的事項（学校と地域との

連携及び学校安全への対応を

含む。） 

・幼児、児童及び生徒の心身の発

達及び学習の過程 

・特別の支援を必要とする幼児、

児童及び生徒に対する理解 

・教育課程の意義及び編成の方法

（カリキュラム・マネジメント

を含む。） 

10 教育学概論☆ 2 ◎ 1 

教職概論☆ 2 ◎ 1 

教育制度・経営☆ 2 ◎ 2～ 

教育心理学（教育・学

校心理学）☆ 

2 ◎ 1～ 

特別支援教育概論☆ 2 ◎ 1 

教育課程論☆ 2 ◎ 2～ 

道徳、総合的

な学習時間

等の指導法

及び生徒指

導、教育相談

に関する科

目 

・道徳の理論及び指導法 

・総合的な学習の時間の指導法 

・特別活動の指導法 

・教育の方法及び技術（情報機器

及び教材の活用を含む。） 

・情報通信技術を活用した教育の

理論及び方法 

・生徒指導の理論及び方法 

・教育相談（カウンセリングに関

する基礎的な知識を含む。）の

理論及び方法 

10 道徳教育の指導法☆ 2 ◎ 2～ 

特別活動及び総合的

な学習の時間の指導

法☆ 

2 ◎ 2～ 

教育の方法及び情報

通信技術を活用した

指導法☆ 

2 ◎ 2 

生徒指導論☆ 2 ◎ 3～ 

教育相談の理論と方

法☆ 

2 ◎ 3～ 

進路指導論☆ 2 ◎ 3～ 
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・進路指導及びキャリア教育の理

論及び方法 

教育実践に

関する科目 

・教育実習 5 教育実習指導☆ 1 ◎ 3 

教育実習1☆ 4 ◎ 4 

・学校体験活動 学校体験活動Ⅰ☆ 1 ○ 1～ 

学校体験活動Ⅱ☆ 1 ○ 2～ 

・教育実践演習 2 教職実践演習☆ 2 ◎ 4 

大学が独自に設定する科目 4 発達障害教育総論☆ 2 ○ 1～  

介護等体験☆ 1 ◎ 2～3 

☆は卒業単位として算入されない科目 

備考 「介護等体験」（１単位）を「大学が独自に設定する科目」として算入することができる。 

教育の基礎的理解に関する科目、道徳、総合的な学習時間等の指導法及び生徒指導、教育相談に

関する科目、教育実践に関する科目については、全学共通に置くこととする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

81 / 101

81



 

別表第3-19 

地域経営学部：高校教諭一種免許状（公民） 

教育の基礎的理解に関する科目、道徳、総合的な学習時間等の指導法及び生徒指導、教育相談に関

する科目、教育実践に関する科目、大学が独自に設定する科目（最低所要単位数：27単位） 

（注） ◎必修科目 ○選択科目 

免許法令による科目群 免許法

令によ

る単位

数 

本学開講科目による履修基準 必 要

単 位

数 

必 要

単 位

数 

科目 単

位 

履

修

基

準 

取 得

年次 

最 低

修 得

単 位

23 単

位（必

修 を

含む） 

た だ

し、本

学 で

は 27

単位 

大 学

が 独

自 に

設 定

す る

科 目

から 

12 

単位 

教育の基礎

的理解に関

する科目 

・教育の理念並びに教育に関する

歴史及び思想 

・教職の意義及び教員の役割・職

務内容（チーム学校運営への対

応を含む。） 

・教育に関する社会的、制度的又

は経営的事項（学校と地域との

連携及び学校安全への対応を含

む。） 

・幼児、児童及び生徒の心身の発

達及び学習の過程 

・特別の支援を必要とする幼児、

児童及び生徒に対する理解 

・教育課程の意義及び編成の方法

（カリキュラム・マネジメント

を含む。） 

10 教育学概論☆ 2 ◎ 1 

教職概論☆ 2 ◎ 1 

教育制度・経営☆ 2 ◎ 2～ 

教育心理学（教育・学

校心理学）☆ 

2 ◎ 1～ 

特別支援教育概論☆ 2 ◎ 1 

教育課程論☆ 2 ◎ 2～ 

道徳、総合的

な学習時間

等の指導法

及び生徒指

導、教育相談

に関する科

目 

・道徳の理論及び指導法 

・総合的な学習の時間の指導法 

・特別活動の指導法 

・教育の方法及び技術（情報機器

及び教材の活用を含む。） 

・情報通信技術を活用した教育の

理論及び方法 

・生徒指導の理論及び方法 

・教育相談（カウンセリングに関

する基礎的な知識を含む。）の

理論及び方法 

10 特別活動及び総合的

な学習の時間の指導

法☆ 

2 ◎ 2～ 

教育の方法及び情報

通信技術を活用した

指導法☆ 

2 ◎ 2 

生徒指導論☆ 2 ◎ 3～ 

教育相談の理論と方

法☆ 

2 ◎ 3～ 

進路指導論☆ 2 ◎ 3～ 
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・進路指導及びキャリア教育の理

論及び方法 

教育実践に

関する科目 

・教育実習 3 教育実習指導☆ 1 ◎ 3 

教育実習2☆ 2 ◎ 4 

・学校体験活動 学校体験活動Ⅰ☆ 1 ○ 1～ 

学校体験活動Ⅱ☆ 1 ○ 2～ 

・教育実践演習 2 教職実践演習☆ 2 ◎ 4 

大学が独自に設定する科目 4 発達障害教育総論☆ 2 ○ 1～  

道徳教育の指導法 2 ○ 2～ 

☆は卒業単位として算入されない科目 

備考 「道徳教育の指導法」（２単位）を「大学が独自に設定する科目」として算入することができ

る。 

教育の基礎的理解に関する科目、道徳、総合的な学習時間等の指導法及び生徒指導、教育相談に

関する科目、教育実践に関する科目については、全学共通に置くこととする。 
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別表第3-20 

地域経営学部：高校教諭一種免許状（地理歴史） 

教育の基礎的理解に関する科目、道徳、総合的な学習時間等の指導法及び生徒指導、教育相談に関

する科目、教育実践に関する科目、大学が独自に設定する科目（最低所要単位数：27単位） 

（注） ◎必修科目 ○選択科目 

免許法令による科目群 免許法

令によ

る単位

数 

本学開講科目による履修基準 必 要

単 位

数 

必 要

単 位

数 

科目 単

位 

履

修

基

準 

取 得

年次 

最 低

修 得

単 位

23 単

位（必

修 を

含む） 

た だ

し、本

学 で

は 27

単位 

大 学

が 独

自 に

設 定

す る

科 目

か 

12 

単位 

教育の基礎

的理解に関

する科目 

・教育の理念並びに教育に関する

歴史及び思想 

・教職の意義及び教員の役割・職

務内容（チーム学校運営への対

応を含む。） 

・教育に関する社会的、制度的又

は経営的事項（学校と地域との

連携及び学校安全への対応を含

む。） 

・幼児、児童及び生徒の心身の発

達及び学習の過程 

・特別の支援を必要とする幼児、

児童及び生徒に対する理解 

・教育課程の意義及び編成の方法

（カリキュラム・マネジメント

を含む。） 

10 教育学概論☆ 2 ◎ 1 

教職概論☆ 2 ◎ 1 

教育制度・経営☆ 2 ◎ 2～ 

教育心理学（教育・学

校心理学）☆ 

2 ◎ 1～ 

特別支援教育概論☆ 2 ◎ 1 

教育課程論☆ 2 ◎ 2～ 

道徳、総合的

な学習時間

等の指導法

及び生徒指

導、教育相談

に関する科

目 

・道徳の理論及び指導法 

・総合的な学習の時間の指導法 

・特別活動の指導法 

・教育の方法及び技術（情報機器

及び教材の活用を含む。） 

・情報通信技術を活用した教育の

理論及び方法 

・生徒指導の理論及び方法 

・教育相談（カウンセリングに関

する基礎的な知識を含む。）の理

論及び方法 

10 特別活動及び総合的

な学習の時間の指導

法☆ 

2 ◎ 2～ 

教育の方法及び情報

通信技術を活用した

指導法☆ 

2 ◎ 2 

生徒指導論☆ 2 ◎ 3～ 

教育相談の理論と方

法☆ 

2 ◎ 3～ 

進路指導論☆ 2 ◎ 3～ 
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・進路指導及びキャリア教育の理

論及び方法 

教育実践に

関する科目 

・教育実習 ３ 教育実習指導☆ 1 ◎ 3 

教育実習２☆ 2 ◎ 4 

・学校体験活動 学校体験活動Ⅰ☆ 1 ○ 1～ 

学校体験活動Ⅱ☆ 1 ○ 2～ 

・教育実践演習 2 教職実践演習☆ 2 ◎ 4 

大学が独自に設定する科目 4 発達障害教育総論☆ 2 ○ 1～  

道徳教育の指導法☆ 2 ○ 2～ 

☆ は卒業単位として算入されない科目 

備考 「道徳教育の指導法」（２単位）を「大学が独自に設定する科目」として算入することができ

る。 

教育の基礎的理解に関する科目、道徳、総合的な学習時間等の指導法及び生徒指導、教育相談に

関する科目、教育実践に関する科目については、全学共通に置くこととする。 
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別表第3-21 

共創情報科学部：高等学校教諭一種免許状（数学） 

教育の基礎的理解に関する科目、道徳、総合的な学習時間等の指導法及び生徒指導、教育相談に関

する科目、教育実践に関する科目、大学が独自に設定する科目（最低所要単位数：27単位） 

（注） ◎必修科目 ○選択科目 

免許法令による科目群 免許法

令によ

る単位

数 

本学開講科目による履修基準 必 要

単 位

数 

必 要

単 位

数 

科目 単

位 

履

修

基

準 

取 得

年次 

最 低

修 得

単 位

23 

単 位

（ 必

修 を

含む） 

た だ

し、本

学 で

は 27

単位 

大 学

が 独

自 に

設 定

す る

科 目

から 

１２ 

単位 

教育の基礎

的理解に関

する科目 

・教育の理念並びに教育に関する

歴史及び思想 

・教職の意義及び教員の役割・職

務内容（チーム学校運営への対

応を含む。） 

・教育に関する社会的、制度的又

は経営的事項（学校と地域との

連携及び学校安全への対応を

含む。） 

・幼児、児童及び生徒の心身の発

達及び学習の過程 

・特別の支援を必要とする幼児、

児童及び生徒に対する理解 

・教育課程の意義及び編成の方法

（カリキュラム・マネジメント

を含む。） 

10 教育学概論☆ 2 ◎ 1 

教職概論☆ 2 ◎ 1 

教育制度・経営☆ 2 ◎ 2～ 

教育心理学（教育・学

校心理学）☆ 

2 ◎ 1～ 

特別支援教育概論☆ 2 ◎ 1 

教育課程論☆ 2 ◎ 2～ 

道徳、総合的

な学習時間

等の指導法

及び生徒指

導、教育相談

に関する科

目 

・道徳の理論及び指導法 

・総合的な学習の時間の指導法 

・特別活動の指導法 

・教育の方法及び技術（情報機器

及び教材の活用を含む。） 

・情報通信技術を活用した教育の

理論及び方法 

・生徒指導の理論及び方法 

・教育相談（カウンセリングに関

する基礎的な知識を含む。）の

理論及び方法 

10 特別活動及び総合的

な学習の時間の指導

法☆ 

2 ◎ 2～ 

教育の方法及び情報

通信技術を活用した

指導法☆ 

2 ◎ 2 

生徒指導論☆ 2 ◎ 3～ 

教育相談の理論と方

法☆ 

2 ◎ 3～ 

進路指導論☆ 2 ◎ 3～ 
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・進路指導及びキャリア教育の理

論及び方法 

教育実践に

関する科目 

・教育実習 ３ 教育実習指導☆ 1 ◎ 3 

教育実習２☆ 2 ◎ 4 

・学校体験活動 学校体験活動Ⅰ☆ 1 ○ 1～ 

学校体験活動Ⅱ☆ 1 ○ 2～ 

・教育実践演習 2 教職実践演習☆ 2 ◎ 4 

大学が独自に設定する科目 4 発達障害教育総論☆ 2 ○ 1～  

道徳教育の指導法☆ 2 ○ 2～ 

☆は卒業単位として算入されない科目 

備考 「道徳教育の指導法」（２単位）を「大学が独自に設定する科目」として算入することができ

る。 

教育の基礎的理解に関する科目、道徳、総合的な学習時間等の指導法及び生徒指導、教育相談に

関する科目、教育実践に関する科目については、全学共通に置くこととする。 
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別表第3-22 

共創情報科学部：高等学校教諭一種免許状（情報） 

教育の基礎的理解に関する科目、道徳、総合的な学習時間等の指導法及び生徒指導、教育相談に関

する科目、教育実践に関する科目、大学が独自に設定する科目（最低所要単位数：27単位） 

（注） ◎必修科目 ○選択科目 

免許法令による科目群 免許法

令によ

る単位

数 

本学開講科目による履修基準 必 要

単 位

数 

必 要

単 位

数 

科目 単

位 

履

修

基

準 

取 得

年次 

最 低

修 得

単 位

23 単

位（必

修 を

含む） 

た だ

し、本

学 で

は 27

単位 

大 学

が 独

自 に

設 定

す る

科 目

から 

１２ 

単位 

教育の基礎

的理解に関

する科目 

・教育の理念並びに教育に関する

歴史及び思想 

・教職の意義及び教員の役割・職務

内容（チーム学校運営への対応

を含む。） 

・教育に関する社会的、制度的又は

経営的事項（学校と地域との連

携及び学校安全への対応を含

む。） 

・幼児、児童及び生徒の心身の発達

及び学習の過程 

・特別の支援を必要とする幼児、児

童及び生徒に対する理解 

・教育課程の意義及び編成の方法

（カリキュラム・マネジメント

を含む。） 

10 教育学概論☆ 2 ◎ 1 

教職概論☆ 2 ◎ 1 

教育制度・経営☆ 2 ◎ 2～ 

教育心理学（教育・学

校心理学）☆ 

2 ◎ 1～ 

特別支援教育概論☆ 2 ◎ 1 

教育課程論☆ 2 ◎ 2～ 

道徳、総合的

な学習時間

等の指導法

及び生徒指

導、教育相談

に関する科

目 

・道徳の理論及び指導法 

・総合的な学習の時間の指導法 

・特別活動の指導法 

・教育の方法及び技術（情報機器及

び教材の活用を含む。） 

・情報通信技術を活用した教育の

理論及び方法 

・生徒指導の理論及び方法 

・教育相談（カウンセリングに関す

る基礎的な知識を含む。）の理論

及び方法 

10 特別活動及び総合的

な学習の時間の指導

法☆ 

2 ◎ 2～ 

教育の方法及び情報

通信技術を活用した

指導法☆ 

2 ◎ 2 

生徒指導論☆ 2 ◎ 3～ 

教育相談の理論と方

法☆ 

2 ◎ 3～ 

進路指導論☆ 2 ◎ 3～ 
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・進路指導及びキャリア教育の理

論及び方法 

教育実践に

関する科目 

・教育実習 3 教育実習指導☆ 1 ◎ 3 

教育実習２☆ 2 ◎ 4 

・学校体験活動 学校体験活動Ⅰ☆ 1 ○ 1～ 

学校体験活動Ⅱ☆ 1 ○ 2～ 

・教育実践演習 2 教職実践演習☆ 2 ◎ 4 

大学が独自に設定する科目 4 発達障害教育総論☆ 2 ○ 1～  

道徳教育の指導法☆ 2 ○ 2～ 

☆は卒業単位として算入されない科目 

備考 「道徳教育の指導法」（２単位）を「大学が独自に設定する科目」として算入することができ

る。 

教育の基礎的理解に関する科目、道徳、総合的な学習時間等の指導法及び生徒指導、教育相談に

関する科目、教育実践に関する科目については、全学共通に置くこととする。 
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別表第3-23 

社会福祉学部：特別支援学校教諭一種免許状 

特別支援教育に関する科目（最低所要単位数：31単位） 

（注） ◎必修科目○選択科目 

免許法令による科目群 単

位

数 

本学開講科目による履修基準 備考 

科目 単位 履修基準 取得年次 必要単位数 

特別支援教育の基礎理

論に関する科目 

2 障害者教育総論☆ 2 ◎ 1～2 最低修得所

要単位26単

位（必修を含

む） 

ただし、本学

では31単位 

 

自立活動の理論と実際 2 ◎ 1～ 

特別支援

教育領域

に関する

科目 

心身に障害の

ある幼児、児

童又は生徒の

心理、生理及

び病理に関す

る科目 

16 知的障害者の心理・生理・病理 2 ◎ 2～ 

発達診断の理論と方法 2 ○ 3～ 

肢体不自由者の心理・生理・病理 2 ◎ 2～ 

心身に障害の

ある幼児、児童

又は生徒の教

育課程及び指

導法に関する

科目 

知的障害教育A（教育課程）☆ 2 ◎ 2 

知的障害教育B（指導法）☆ 2 ◎ 2 

肢体不自由教育A（教育課程）☆ 2 ◎ 2 

肢体不自由教育B（指導法）☆ 2 ◎ 2 

知的障害教育演習☆ 4 1科目 

◎ 

3～ 

肢体不自由教育演習☆ 4 3～ 

免許状に

定められ

ることと

なる特別

支援教育

領域以外

の領域に

関する科

目 

・心身に障害

の あ る 幼

児、児童又

は生徒の心

理、生理及

び病理に関

する科目 

・心身に障害

の あ る 幼

児、児童又

は生徒の教

育課程及び

指導法に関

する科目 

5 視覚障害教育総論 2 ◎ 3～ 

聴覚・言語障害教育総論 2 ◎ 3～ 

重複障害教育総論 2 ◎ 3～ 

発達障害教育総論 2 ◎ 1～ 

発達障害自立活動演習 2 ○ 3～ 

障害児療育支援 2 ○ 1～ 

心身に障害のある幼

児、児童又は生徒につ

いての教育実習 

3 特別支援教育実習指導☆ 1 ◎ 3 

特別支援教育実習☆ 2 ◎ 4 

☆は卒業単位として算入されない科目 
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別表第 4 

社会福祉士指定科目と本学開講科目の対応表 

社会福祉士指定科目 本学開講科目 単位 履修

要件 

取得年

次 

備考 

◎医学概論 人体の構造と機能及び疾病 2 必修 1～  

◎心理学と心理的支援 心理学と心理的支援 2 必修 1～  

◎社会学と社会システム 社会学と社会システム 2 必修 1～  

社会福祉の原理と政策 社会福祉の原理と政策Ⅰ 2 必修 2～  

社会福祉の原理と政策Ⅱ 2 必修 2～  

◎社会福祉調査の基礎 社会福祉調査の基礎 2 必修 1～  

◎ソーシャルワークの基盤と専門職 ソーシャルワークの基盤と専門職Ⅰ 2 必修 1～  

ソーシャルワークの基盤と専門職Ⅱ 2 必修 1～  

ソーシャルワークの理論と方法 ソーシャルワークの理論と方法Ⅰ 2 必修 2～  

ソーシャルワークの理論と方法Ⅱ 2 必修 2～  

ソーシャルワークの理論と方法（専

門） 

ソーシャルワークの理論と方法Ⅲ 2 必修 3～  

ソーシャルワークの理論と方法Ⅳ 2 必修 3～  

地域福祉と包括的支援体制 地域福祉と包括的支援体制Ⅰ 2 必修 2～  

地域福祉と包括的支援体制Ⅱ 2 必修 2～  

◎福祉サービスの組織と経営 福祉サービスの組織と経営 2 必修 3～  

◎社会保障 社会保障Ⅰ 2 必修 3～  

社会保障Ⅱ 2 必修 3～  

◎高齢者福祉 高齢者福祉 2 必修 1～  

◎障害者福祉 障害者福祉 2 必修 1～  

◎児童・家庭福祉 児童・家庭福祉 2 必修 1～  

◎貧困に対する支援 貧困に対する支援 2 必修 2～  

◎保健医療と福祉 保健医療と福祉 2 必修 3～  

◎権利擁護を支える法制度 権利擁護を支える法制度 2 必修 3～  

◎刑事司法と福祉 刑事司法と福祉 2 必修 3～  

ソーシャルワーク演習 ソーシャルワーク演習Ⅰ 1 必修 2～  

ソーシャルワーク演習（専門） ソーシャルワーク演習Ⅱ 1 必修 2～  

ソーシャルワーク演習Ⅲ 1 必修 3～  

ソーシャルワーク演習Ⅳ 1 必修 3～  

ソーシャルワーク演習Ⅴ 1 必修 3～  

ソーシャルワーク実習指導 ソーシャルワーク実習指導Ⅰ 1 必修 2～  

ソーシャルワーク実習指導Ⅱ 1 必修 3～  

ソーシャルワーク実習指導Ⅲ 1 必修 3～  

ソーシャルワーク実習 ソーシャルワーク実習Ⅰ 1 必修 2～  

ソーシャルワーク実習Ⅱ 4 必修 3～  

◎印は基礎科目  
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別表第 5 

精神保健福祉士指定科目と本学開講科目の対応表 

精神保健福祉士指定科目 本学開講科目 単位 履修要

件 

取得年

次 

備考 

精神医学と精神医療 精神疾患とその治療Ⅰ 2 必修 2～  

精神疾患とその治療Ⅱ 2 必修 2～  

現代の精神保健の課題と支援 現代の精神保健の課題と支援Ⅰ 2 必修 2～  

現代の精神保健の課題と支援Ⅱ 2 必修 2～  

◎ソーシャルワークの基盤と

専門職 

ソーシャルワークの基盤と専門職Ⅰ 2 必修 1～  

精神保健福祉の原理 精神保健福祉の原理Ⅰ 2 必修 2～  

精神保健福祉の原理Ⅱ 2 必修 2～  

ソーシャルワークの理論と方

法 

ソーシャルワークの理論と方法Ⅰ 2 必修 2～  

ソーシャルワークの理論と方法Ⅱ 2 必修 2～  

ソーシャルワークの理論と方

法（専門） 

ソーシャルワークの理論と方法（精神

専門）Ⅰ 

2 必修 3～  

ソーシャルワークの理論と方法（精神

専門）Ⅱ 

2 必修 4  

精神障害リハビリテーション

論 

精神障害リハビリテーション論 2 必修 3～  

精神保健福祉制度論 精神保健福祉制度論 2 必修 4  

◎医学概論 人体の構造と機能及び疾病 2 必修 1～  

◎心理学と心理的支援 心理学と心理的支援 2 必修 1～  

◎社会学と社会システム 社会学と社会システム 2 必修 1～  

◎社会福祉の原理と政策 社会福祉の原理と政策Ⅰ 2 必修 2～  

社会福祉の原理と政策Ⅱ 2 必修 2～  

◎地域福祉と包括的支援体制 地域福祉と包括的支援体制Ⅰ 2 必修 2～  

地域福祉と包括的支援体制Ⅱ 2 必修 2～  

◎社会保障 社会保障Ⅰ 2 必修 3～  

社会保障Ⅱ 2 必修 3～  

◎障害者福祉 障害者福祉 2 必修 1～  

◎権利擁護を支える法制度 権利擁護を支える法制度 2 必修 3～  

◎刑事司法と福祉 刑事司法と福祉 2 必修 3～  

◎社会福祉調査の基礎 社会福祉調査の基礎 2 必修 1～  

◎ソーシャルワーク演習 ソーシャルワーク演習Ⅰ 1 必修 2～  

ソーシャルワーク演習（専

門） 

精神保健福祉援助演習Ⅰ 1 必修 3～  

精神保健福祉援助演習Ⅱ 1 必修 4  

精神保健福祉援助演習Ⅲ 1 必修 4  

ソーシャルワーク実習指導 精神保健福祉援助実習指導Ⅰ 1 必修 3～  
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精神保健福祉援助実習指導Ⅱ 1 必修 4  

精神保健福祉援助実習指導Ⅲ 1 必修 4  

ソーシャルワーク実習 精神保健福祉援助実習Ⅰ 1～2 必修 3～  

精神保健福祉援助実習Ⅱ 2 必修 4  

◎印は基礎科目 
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別表第 6 

公認心理師科目 

大学等における必要な科目名 本学開講科目 単位 履修要

件 

取得年

次 

必須

科目 

① 公認心理師の職責 公認心理師の職責 ☆ 2 必修 3～ 

② 心理学概論 
心理学概論Ⅰ 2 必修 1～ 

心理学概論Ⅱ 2 必修 1～ 

③ 臨床心理学概論 
臨床心理学概論Ⅰ 2 必修 2～ 

臨床心理学概論Ⅱ 2 必修 2～ 

④ 心理学研究法 心理学研究法 2 必修 2～ 

⑤ 心理学統計法 
心理学統計法Ⅰ 2 必修 1～ 

心理学統計法Ⅱ 2 必修 1～ 

⑥ 心理学実験 
心理学実験Ⅰ 2 必修 2～ 

心理学実験Ⅱ 2 必修 2～ 

⑦ 知覚・認知心理学 
知覚心理学（知覚・認知心理学） 2 必修 2～ 

認知心理学（知覚・認知心理学） 2 必修 2～ 

⑧ 学習・言語心理学 
学習心理学（学習・言語心理学） 2 必修 2～ 

言語心理学（学習・言語心理学） 2 必修 2～ 

⑨ 感情・人格心理学 
感情心理学（感情・人格心理学） 2 必修 3～ 

人格心理学（感情・人格心理学） 2 必修 3～ 

⑩ 神経・生理心理学 
神経心理学（神経・生理心理学） 2 必修 2～ 

生理心理学（神経・生理心理学） 2 必修 3～ 

⑪ 社会・集団・家族心理学 

社会・集団心理学（社会・集団・

家族心理学） 

2 必修 1～ 

家族心理学（社会・集団・家族心

理学） 

2 必修 1～ 

⑫ 発達心理学 
発達心理学Ⅰ 2 必修 1～ 

発達心理学Ⅱ 2 必修 1～ 

⑬ 障害者・障害児心理学 障害者・障害児心理学 2 必修 3～ 

⑭ 心理的アセスメント 心理的アセスメント 2 必修 2～ 

⑮ 心理学的支援法 心理学的支援法 2 必修 3～ 

⑯ 健康・医療心理学 
健康心理学（健康・医療心理学） 2 必修 3～ 

医療心理学（健康・医療心理学） 2 必修 3～ 

⑰ 福祉心理学 福祉心理学 2 必修 3～ 

⑱ 教育・学校心理学 
教育心理学（教育・学校心理学） 2 必修 1～ 

学校心理学（教育・学校心理学） 2 必修 2～ 

⑲ 司法・犯罪心理学 司法・犯罪心理学 2 必修 3～ 

⑳ 産業・組織心理学 産業・組織心理学 2 必修 3～ 

㉑ 人体の構造と機能及び疾病 人体の構造と機能及び疾病 2 必修 1～ 
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㉒ 精神疾患とその治療 
精神疾患とその治療Ⅰ 2 必修 2～ 

精神疾患とその治療Ⅱ 2 必修 2～ 

㉓ 関係行政論 関係行政論 ☆ 2 必修 3～ 

㉔ 心理演習 
心理演習Ⅰ 2 必修 3～ 

心理演習Ⅱ 2 必修 3～ 

㉕ 心理実習 心理実習 4 必修 4 

☆は卒業単位に算入されない科目 
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別表第７―1 

社会福祉学部 社会福祉学科 卒業要件単位 

区分 

  

必修 選択必修 選択 合計 

基 礎

科 目

群 

語学リテラシー Integrated EnglishＩ ２  ４ 24 

Integrated EnglishⅡ ２    

未来リテラシー      ２   

情報リテラシー   ３   

数学リテラシー        

教 養

科 目

群 

リベラルアーツ      ３   

科学・技術       ４   

地域学       ４   

        計24単位 

区分 

 

必修 
選択 

必修 
選択 合計 

専
門
科
目
群 

専門基礎科目（共通） 人間と社会の理解 ４  専門

基礎

科目

から

８ 

専門

科目

群科

目か

ら１

0 

100 

社会福祉の視点と方法 ２   

福祉の仕事 ２   

社会保障Ⅰ ２   

障害入門（発達支援学入門） ２   

専門基礎科目（基盤）   ８  

専門科目（共通） 社会保障Ⅱ ２    

社会福祉学研究入門Ⅰ ２ 専門

科目

から 

１６ 

 

社会福祉学研究入門Ⅱ ２  

専門ゼミナールⅠ ４  

専門ゼミナールⅡ ４  

卒業研究と論文 ８  

専門科目（展開）   ８   

         計100単位 

合計124単位 
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別表第 7-2 

環境ツーリズム学部 環境ツーリズム学科 卒業要件単位 

区分  必修 選択必修 選択Ⅰ 選択Ⅱ 合計 

教養

科目 

導入科目 課題探求ゼミナールⅠ・Ⅱ（１年

次） 

4  9 

(11) 

※2 

28 

（28） 

※1 

125 単

位 

コンピュータ基礎（１年次）   

アカデミックライティング（１年

次） 

     

 論理と思考 〔最低4単位〕  4    

 身体と感性 〔最低4単位〕  4    

 地域と世界 〔最低4単位〕  4    

 歴史と未来 データサイエンス概論 2.     

 〔最低2単位〕  2.    

 職業と生き方       

 外国語科目 英語・中国語・ドイツ語・韓国語 

選択必修〔英語又は中国語4単位

必修を含む最低8単位〕 

4 4 

外国人留

学生は除

く 

   

  日本語Ⅰ・Ⅱ(外国人留学生） 

日本事情基礎 

（6） 

※2 

    

計37単位（37単位）   

専門

教育

科目 

専門基礎科目 地域社会学 

地域環境概論 

観光概論 

6  18   

 選択必修〔最低4単位〕  4    

専門基幹科目 地域マネジメント（１年次） 

選択必修〔最低6単位〕 

 6    

 社会調査（１年次） 

選択必修〔最低6単位〕 

 6    

 専門展開科目 観光専門〔最低4単位〕  4    

  環境専門〔最低4単位〕  4    

 職業観養成科目       

 演習科目 専門ゼミナールⅠ（２年次） 4     

  専門ゼミナールⅡ（３年次） 4     

  卒業研究ゼミナール（４年次） 4     

 関連科目       

計60単位   

※１ 選択Ⅱの28単位には単位互換による他大学での履修単位を含む。 

※２ （ ）内は外国人留学生の修得単位を示す。 
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別表第別表第 7-3 

企業情報学部 企業情報学科 卒業要件単位 

区分  必修 選択必修 選択Ⅰ 選択Ⅱ 合計 

教養

科目 

導入科目 課題発見ゼミナールⅠ（１年次） 4  8(10)※

2 

23 

（23） 

※1 

125 単

位 課題発見ゼミナールⅡ（１年次） 4  

コンピュータ基礎（１年次）   

アカデミックライティング（１年

次） 

     

 論理と思考 〔最低4単位〕  4    

 身体と感性 〔最低4単位〕  4    

 地域と世界 〔最低4単位〕  4    

 歴史と未来 データサイエンス概論 2.     

 〔最低2単位〕  2.    

 外国語科目 英語・中国語・ドイツ語・韓国語 

選択必修〔英語又は中国語4単位必

修を含む最低8単位〕 

4 

外国人留

学生は除

く 

4 

外国人留

学生は除

く 

   

  日本語Ⅰ・Ⅱ(外国人留学生） 

日本事情基礎 

（6） 

※2 

    

計40単位（40単位）   

専門

教育

科目 

専門基礎科目 選択必修〔最低4単位〕  4    

専門共通科目 専門共通科目（１年次を除く） 

選択必修〔最低12単位〕 

 12    

 クラスター科目 経営（１年次を除く）  16    

 情報（１年次を除く）      

 デザイン（１年次を除く）      

 職業観養成科目 職業観養成科目 

選択必修〔最低6単位〕 

 6    

 プロジェクト型

科目 

プロジェクト研究Ⅰ（２年次） 

プロジェクト研究Ⅱ（３年次） 

プロジェクト研究Ⅲ（４年次） 

24     

  卒業研究（４年次）      

 関連科目 関連科目〔選択〕      

計62単位   

※１ 選択Ⅱの23単位には単位互換による他大学での履修単位を含む。 

※２ （ ）内は外国人留学生の取得単位を示す。 
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別表第 7-4 

地域経営学部 地域経営学科 卒業要件単位 

区分 

  

必修 選択必修 選択 合計 

基 礎

科 目

群 

語学リテラシー 英語 Integrated EnglishＩ ２  ４ 34 

  Integrated EnglishⅡ ２    

       ４   

 中国語         

未来リテラシー      ２   

情報リテラシー データサイエンス概論 ２    

       ２   

数学リテラシー      ２   

教 養

科 目

群 

リベラルアーツ      10   

科学・技術       ２   

地域学       ２   

        計34単位 

区分 

 

必修 選択必修 選択 合計 

専
門
科
目
群 

専 門

基 礎

科目 

専門基礎科目 経済学概論 ４  ６ 90 

  社会学概論 ４    

  経営学概論 ４    

専 門

基 幹

科目 

経営イノベーション領域 戦略経営論 ２ ※22   

        

組織マネジメント領域 人的資源管理論 ２    

      

環境ツ―リズム領域 観光経営論 ２    

        

地域公共政策領域 地域社会学 ２    

        

調査・分析系科目 社会調査論 ４    

        ２   

プロジェクト・ 

ゼミナール科目 

課題探求ゼミナールⅠ ４    

 課題探求ゼミナールⅡ ４    

 プロジェクト研究Ⅰ ８    

 プロジェクト研究Ⅱ ８    

 卒業研究 ８    

 キャリア科目      ４   

         計90単位 

合計124単位 

※ 22単位選択必修（主コースから16単位・副コースから6単位） 

 

99 / 101

99



 

別表第 7-5 

共創情報科学部 共創情報科学科 卒業要件単位 

区分  必修 選択必修 選択 合計 

基礎科

目群 

語学リテラシー 英

語 

Integrated EnglishＩ ２  ６ 28 

  Integrated EnglishⅡ ２    

       ４   

 中

国

語 

        

未来リテラシー 価値創造論 ２    

          

 情報リテラシー データサイエンス概論 ２    

        ２   

 数学リテラシー      ２   

教養科

目群 

リベラルアーツ      ２   

科学・技術       ２   

地域学       ２   

        計28単位 

区分  必修 選択必修 選択 合計 

専
門
科
目
群 

専
門
基
礎
科
目 共創システム 

共創情報科学概論 ２  44 96 

共創情報科学基礎演習 ２    

共創情報科学演習（も、U、G）注1  ２   

人工知能概論 ２    

自然環境評価論 ２    

技術者倫理 ２    

     ４   

  

数学・物理 

線形代数学 ２    

  微分積分学 ２    

       ２   

  
知能基礎 

コンピュータサイエンス ２  注2  

       ４   

 
デザイン基礎 

ＨＣＤ概論 ２    

      ４   

 
環境基礎 

生物多様性概論 ２    

       ４   

 専
門
基
幹

科
目 

知能科学 

     ２   
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 デザイン科学  注３    ２   

 環境科学      ２   

 
地域連携 

地域共創演習Ⅰ ２    

 地域共創演習Ⅱ ２    

 
研究 

卒業研究Ⅰ ４    

 卒業研究Ⅱ ４    

        計96単位 

合計124単位 

注1 共創システムの6単位選択必修の内、「共創情報科学演習」から2単位選択必修とする。 

注2 知能コースは「知能基礎」から6単位（2単位必修、4単位選択必修）、「知能科学」から6単位選

択必修、デザインコースは「デザイン基礎」から6単位（2単位必修、4単位選択必修）、「デザイン

科学」から6単位選択必修、環境コースは「環境基礎」から6単位（2単位必修、4単位選択必修）、

「環境科学」から6単位選択必修とする。 

注3 知能コース、環境コースは「情報デザイン演習」「デザイン特別演習Ｉ」「デザイン特別演習Ⅱ」

を履修できない 

 

101 / 101

101




